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令和元年度第３回袖ケ浦市子ども･子育て支援会議 会議録 

 

 

１ 開催日時   令和元年１０月１０日（木） 午前１０時開会 

 

２ 開催場所   市役所旧館３階大会議室 

 

３ 出席委員 

委員長 和田 操 委 員 髙橋 悦子 

副委員長 武井 千尋 委 員 清水 和也 

委 員 井上 美鈴 委 員 大熊 賢滋 

委 員 福原 祐子 委 員 夛田 令子 

委 員 柳瀬 芳枝 委 員 寺田 陽一 

委 員 小林 清子 委 員 谷本 有美 

委 員 田中 直子 委 員 松下田 美幸 

 

４ 欠席委員 

委 員 小貫 篤史 委 員 福島 桜子 

委 員 小熊 良 委 員 神﨑 保 

委 員 江澤 孝 委 員 鈴木 美由紀 

 

５ 出席職員 

福祉部長 今関 磨美 

子育て支援課長 生方 和義 

子育て支援課子育て環境推進班長 漆原 聡美 

子育て支援課こども家庭班長 長谷川 操 

子育て支援課子育て環境推進班 副主査 巽 浩二郎 

子育て支援課子育て環境推進班 主任主事 小野 さおり 

保育課保育班長 勝畑 孝光 

健康推進課上席保健師（すこやか親子班長） 茂木 敬子 

学校教育課長 鈴木 大介 

学校教育課副課長（学事保健班長事務取扱） 竹川 義治 

 

６ 傍聴定員と傍聴者数 

傍聴定員   ５人 

傍聴者数   ２人 

 

７ 議題 

（１）次期計画の骨子案について 

（２）次世代育成支援行動計画に係る計画事業について 

（３）教育・保育の量の見込み及び定員等の確保方策について 

（４）その他 
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８ 議事 

 

１ 開 会  

 

２ 委員長挨拶  

※委員長より挨拶 

 

３ 議 題  

 

（１）次期計画の骨子案について  

 和田議長 

それでは、議題に入ります。 

議題（１）次期計画の骨子案について、事務局より説明をお願いします。 

 

 ※事務局から資料１－１、資料１－２により説明 

 

【 質疑・応答 】 

 

和田議長 

ただいま次期計画の骨子案について、説明がございましたけれども、質問等がある場合には、挙

手をお願いします。いかがですか。意見はございませんでしょうか。 

議題（１）につきましては、御承認いただくということでよろしいでしょうか。 

 

※「はい」と声あり 

 

和田議長 

ありがとうございました。 

質問が無いようですので、次にまいります。 

 

（２）次世代育成支援行動計画に係る計画事業について  

和田議長 

議題（２）次世代育成支援行動計画に係る計画事業についての説明を、事務局からお願いいたし

ます。 

 

 ※事務局から資料２により説明 

 

和田議長 

ただいま次世代育成支援行動計画に係る計画事業につきまして、説明がございましたが、質問の

ある方は挙手をお願いします。小林委員、どうぞ。 

 

小林委員 

４ページの子どもが健やかに育つ教育環境の整備の３－10、学校評議員制度の推進について伺い

ます。私は学校の評議員として５年間、中川小学校の子育ての応援をし、また、主任児童委員とし

て月１回のネットワークの会に参加したり、１歳半の健診のときにピーアールをいたしました。 

主任児童員が評議員として参加できることはすごくありがたいのです。評議員は学校長が決める
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ことになっていますけれども、評議員の中に主任児童委員を１名参加できるように、役所の方から

も声がけをしてくださると、私たちもやりがいがあります。 

 

和田議長 

ありがとうございました。 

ただいまの主任児童委員の扱いについて、小林委員から要望がございましたけれども、事務局の

答弁を求めます。お願いします。 

 

事務局 

小林委員がおっしゃったとおりでございます。評議員の枠は７名ございますが、その７名の中で、

保護者枠であったり、あるいは有識者であったり、地域の関係団体というところで、一定の枠がご

ざいます。その中で、学校長が掲げる学校教育目標、学校教育方針に対して、御意見をいただきた

いという方々に依頼をかけさせていただく。学校から推薦が上がってきて、教育委員会が委嘱する

という形が基本になっております。 

学校長の教育方針や、あるいは学校長が変わったタイミングで、依頼をかけさせていただく関係

団体の方々が変わっていくことは、当然あるところでございます。そういった意味では、こちらか

らこの関係団体に依頼しなさいということは、越権行為になりますが、いただいた御意見は、ぜひ

御紹介をさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。 

 

小林委員 

よろしくお願いします。 

 

和田議長 

ほかに質問はございますでしょうか。田中委員、どうぞ。 

 

田中委員 

資料２の最後の７ページの一番最後の「４ 経済的に困難な子どもの支援」のところで、７－19、

事業名は子ども食堂・学習支援等運営支援事業という新規の事業なのですけれども、前回、子ども

食堂のことをお伺いして、子ども食堂のことはよくわかりました。もう一つの学習支援等運営支援

事業ということで、学習支援を実際に行なっていらっしゃる地域住民主体の団体等はあるのでしょ

うか。 

 

和田議長 

ただいまの質問について、事務局の答弁をお願いいたします。 

 

事務局 

本事業の担当は地域福祉課ですが、本日は事務局として列席しておりませんので、かわりに計画

策定の主管課としてお答えさせていただきます。 

学習支援に関しましては、支援団体、ボランティア団体、あるいは学生さん等のボランティアを

募りまして、例えば長期休暇の際等に、公民館の会議室等を利用いたしまして、経済的に困難で塾

に通うのが難しいお子さんに対して学習の指導を行う。市は地域福祉課を通じて、そういった場所

の提供であったりとか、経済的な支援を行うという事業です。現行の計画書には載っていませんが、

実際には既に開始している事業であります。国の指針等では子どもの貧困対策ということで書かれ

ているところもあるのですが、「経済的に困難な子どもの支援」という、よりソフトな表現の施策

名といたしました。 
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また、地域の方の子育てのために何かをしたいという有志の方が集まって、ボランティア団体と

して活動をしてくださる。それに対する支援を市がしていくという側面もありますので、単純に貧

困対策だけではなくて、地域の子どもを支える力、あるいはボランティアネットワーク、そういっ

た人材の活用といった側面もございます。そのような理由により、先ほどの基本目標Ⅰ、資料でい

いますと２ページですけれども、項番「４ 子育て支援ネットワークづくりと人材の活用」にも掲

載をさせていただくという形になりました。 

 

和田議長 

田中委員、いかがですか。 

 

田中委員 

はい。 

 

和田議長 

部長、お願いします。 

 

今関福祉部長 

今の御質問に補足でございます。実際に学習支援をやっている団体があるのかといった御質問だ

と思うのですが、夏休みに１つの団体で、自治会が中心となって、子ども達に学習の夏休みの宿題

や、勉強を教えてくださったりとか、そういったお話しもございました。 

また、子ども食堂は、既に実施している団体もございますので、次の計画の中では、団体の方へ

の支援を検討していきたい、そのようなところで掲載をさせていただいております。 

もう一つ、それとは別のところで、現在、市の委託事業として、学習支援事業も行っております。

市内１カ所で週２回程度、小学生、中学生を中心に学習の支援を行っております。事業といたしま

しては、市で委託しているものと、今後につきましては、地域で行っていける団体にも、このよう

な活動を支援していきたいというところで、計画の位置づけをさせていただいております。 

 

和田議長 

田中委員、いかがですか。 

 

田中委員 

ありがとうございます。 

 

和田議長 

どなたか質問のある方はいらっしゃいますか。井上委員、どうぞ。 

 

井上委員 

４ページの３－６に心の相談事業とありますけれども、心の相談員は、どのような資格をお持ち

の方なのかということが質問で、教えてください。 

 

和田議長 

答弁をお願いします。 

 

事務局 

心の相談事業では、中学校の市内５校に１人ずつ配置しておりますが、資格要件等は特にござい
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ません。ただ、実際には、いろいろな方々のご経歴とか、ご経験などを踏まえながら、こちらで人

選をさせていただいているところでございます。経験年数としては 10年を超える方が多くなって

きておりまして、今、非常に安定的に対応しているところでございます。 

 

井上委員 

研修などはあるのですか。 

 

事務局 

研修は年間数回行っておりまして、特に心の相談員は、県あるいは市で配置しておりますスクー

ルカウンセラー、臨床心理士などと合同での研修を行ったりしながら、力量を高める対応をしてお

ります。 

 

井上委員 

スクールカウンセラーは週１回ぐらい入れるか、入れないかだと思うのですけれども、そうしま

すと、心の相談員はもう少し頻度高目に入れるということなのでしょうか。 

 

事務局 

心の相談員は週３回配置しておりまして、スクールカウンセラーとは基本的に出勤日を分けてお

ります。平日５日間のうち４日は子どもたちが相談できる、いわゆる相談室が開いている状態にな

りますが、今、申し上げたように、カウンセラー等の研修なども含んだりするので、実際にはもう

少し勤務日数が多くなります。 

 

井上委員 

量もとても大切だと思いますし、気軽に相談に行けるという意味で、週３日ぐらい、いつも同じ

人がいるということがとても大切です。一方で質としても、スクールカウンセラーのような資格を

持った人がいるということも大切なので、心の相談員の質も維持しながらとなっていくと、今、や

っていらっしゃると思うのですけれども、いいと思います。ありがとうございます。 

 

和田議長 

私からお聞きしたいのですけれども、この相談業務ですが、実績としてはどうなのですか。 

 

事務局 

大変申しわけございません。心の相談員の相談件数、スクールカウンセラーの相談件数について

は月ごとの実績を取っているのですが、今、手持ちの資料がないものですから、正確な数値につい

てすぐにお答えはできません。大まかに言いますと、スクールカウンセラーは１日に大体８件から

９件の相談を受けております。子どもや保護者の相談ですと、大体１人１コマ、１時間程度を当て

ますので、現実的には勤務時間では無理な状態になっていますが、なぜ８～９人という数字になる

かというと、教職員の相談も含めた件数になっておりますので、勤務時間を超えるような人数にな

ってくるのです。 

大変手前みそな言い方なのですが、本市に配置している県費によるスクールカウンセラー、ある

いは市費によるスクールカウンセラーは、今、相談件数が大変多くなっていて、ありがたいことな

のかどうか、予約がかなりとりにくい状態になっています。 

また心の相談員は、無資格と申し上げましたが、かなりベテランの方が多く、子どもの情報を多

く持っていて、学校としてはなくてはならない存在になっております。 

相談件数も数値で申し上げられなくて、申しわけありませんが、こころの相談員の件数も平均し
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て、勤務時間はいっぱいいっぱい使っているような件数となっています。 

 

和田委員長 

ありがとうございました。ほかに御質問はございますでしょうか。 

議題（２）につきまして、意見がないようですので、皆さん、承認いただけますでしょうか。 

 

※「はい」と声あり 

 

和田議長 

ありがとうございます。 

 

（３）教育・保育の量の見込み及び定員等の確保方策について  

和田議長 

それでは次に、議題（３）教育・保育の量の見込み及び定員等の確保方策について、事務局から

の説明をお願いします。 

 

※事務局から資料３により説明 

 

【 質疑・応答 】 

 

和田議長 

ただいま議題（３）教育・保育の量の見込み及び定員数の確保方策について、説明がございまし

たが、質問のある方は挙手をお願いいたします。井上委員、どうぞ。 

 

井上委員 

８ページですけれども、実利用者数／量の見込み（第２期）のラインのところで、補正後で令和

２年が 179名となっております。平成 31年が 62名で３倍の推測値だと思うのですけれども、これ

は保育の無償化が影響することですか。 

 

和田議長 

どうぞ。 

 

事務局 

ニーズ量の推計に当たって、元となるアンケートでは、「令和元年の 10月から教育・保育の無償

化が始まりますが、それを踏まえた上で利用を希望されますか「という形で質問をしているので、

そういった意味では、無償化の影響も考慮した調査になっております。ただ、保育の無償化につき

ましては、原則、無償化となるのは３～５歳児ということで、０～２歳の方につきましては、住民

税が非課税の世帯だけが無償化の対象になります。 

今回、実利用者に対して、ニーズ量のほうがかなり大きくなっているため、現在補正の仕方につ

いて精査しているところです。補正の対象としたのは、子どもが１歳になるまで育児休業を取得し

たいと答えた方なのですけれど、そのほかに、実際に育児休業を取得した方もいらっしゃるのです。

今後の補正方法として、１歳になるまで育児休業を取得したい方のほかに、実際に取得している方、

あるいは取得した形も除く形になるので、もう少しニーズ量の数字は下がる予定です。 
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井上委員 

わかりました。ありがとうございます。 

質問の意図ですけれども、保育無償化の対象となる０～２歳の子どもたちは、非課税の世帯です。

つまり経済的に厳しい方だと思うのですけれども、経済的に厳しい家庭の子どもたちが保育所に入

ることは、とても大切なことだと言われています。 

経済的な貧困というのは、ご存じだと思うのですけれども、負のスパイラルに陥りがちで、将来

的にきちんと税金を納められるような大人になれるのかどうなのか、アメリカで調査した研究があ

るのですが、小さいころに質のよい保育・教育を受けると、そこが変わってくるということが言わ

れています。 

推測値はもう少し減るかもしれないけれども、０～２歳までの子どもたちの中に、もし貧困家庭

の子どもが入っているとすると、今後その子どもたちが心理的・社会的に適応していくという意味

では、とても重要なところだと思ったので、質問させていただきました。貧困家庭の子どもたちが、

少しでも質の高い保育・教育を受けられるようになるとよいと思っています。 

 

事務局 

御意見ありがとうございます。 

 

事務局 

保育課から補足させていただきたいのですけれども、平成 31年の入所実績が 61名に対して、新

しいニーズ量は 179名ということで、急に増えているように見えるのですが、実際、その下の合計

の定員数を見ますと、平成 31年が 127名になっています。０歳児については、４月１日時点での

入所実績が 61名ということで、５月に生まれたり、６月に生まれたりということで、年度途中か

ら入所希望者が増えてくるので、最終的には定員近くに達するため、０歳だけ、実績とニーズ量が

大きく乖離するところです。 

 

井上委員 

そこの関係があるのですね。 

 

事務局 

はい。あと、貧困の御家庭のお子さんが通うことができるようにということで、お話しがあった

のですけれども、今回、全員無償化ということで、対象にはならないのですが、保育料自体が所得

段階で決まっていまして、一定水準以下の御家庭については、無償となっています。 

 

和田委員長 

ほかに意見はございますでしょうか。 

議題（３）につきまして、質疑がないようですので、質疑は終わりまして、内容について、御承

認いただけますでしょうか。 

 

※「はい」と声あり 

 

和田議長 

ありがとうございます。 
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（４）その他  

和田議長 

次に議題（４）その他について、事務局から何かございますでしょうか。お願いします。 

 

※事務局から ①令和元年度の本会議予定 ②子育て世代サポートセンターの周知 ③小規模

保育事業スクルドエンジェル袖ケ浦園Ⅰ・Ⅱ について報告。 

 

【 質疑・応答 】 

 

和田議長 

本日は貴重な意見をいただきまして、まことにありがとうございました。 

本日の議事は無事に全て終わりましたので、事務局にお返しいたします。 

 

４ 閉 会  



令和元年度第３回 

袖ケ浦市子ども・子育て支援会議次第 

 

 

日時 令和元年１０月１０日（木） 

午前１０時から 

場所 市役所旧館３階大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長挨拶 

 

３ 議 題 

（１）次期計画の骨子案について 

【資料１－１、資料１－２】 

 

（２）次世代育成支援行動計画に係る計画事業について 

【資料２】 

 

（３）教育・保育の量の見込み及び定員等の確保方策について 

【資料３】 

 

（４）その他 

 

４ 閉 会 



現行応援プランの構成
（平成27年度～令和元年度）

次期応援プランの構成
（令和２年度～令和６年度）

第１章　計画策定にあたって 第１章　計画の策定にあたって
　１　計画策定の趣旨 　１　計画策定の背景と趣旨

　２　計画の位置づけ 　２　計画の位置づけ

　３　計画の期間 　３　計画の期間

　４　計画策定の体制 　４　計画の策定体制

第２章　袖ケ浦市の現況 第２章　子どもと子育て家庭を取り巻く状況
　１　市内の子育て環境の現状 →２-２へ移動 　１　市と地域の状況

　２　市と地域の状況 →２-１へ移動 　２　子ども・子育て家庭の状況

　３　地域における子育て支援事業の利用状況

　４　ニーズ調査結果からみた市民の意向

　５　子育て応援プランの進捗状況と今後の課題

第３章　次世代育成支援行動計画 第３章　計画の基本的な考え方
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　２　計画の基本理念、基本方針 　１　基本理念
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   ４　重点事業

第４章　施策の展開
   ５　施策と事業 　１　基本目標Ⅰ　

　・・・

第４章　子ども・子育て支援事業計画 第５章　教育・保育の内容と供給体制
　１　子ども・子育てニーズ調査 →２-４へ移動

　２　教育・保育提供区域の設定 　１　教育・保育提供区域の設定

　３　子ども・子育て支援事業計画に定めるサービス 　２　子ども・子育て支援事業計画に定めるサービス

　４　国の定める推計の項目と量の見込み →２の中で包括

　５　教育・保育サービスの量の見込みと確保方策 　３　教育・保育の量の見込みと提供体制

　６　地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 　４　地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制

　５　教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保

　

第５章　計画の推進体制 第６章　計画の推進体制
　１　計画推進体制の構築 　１　計画推進体制の構築

　２　関係機関との連携強化 　２　関係機関との連携強化

　３　計画の内容と実施状況の公表 　３　計画の内容と実施状況の公表

　４　事務･事業評価と事業の見直し 　４　事務･事業評価と事業の見直し
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≪基本理念≫ ≪基本目標≫ ≪基 本 施 策≫

 １　地域における子育て支援サービスの充実

子
ど
も
の
笑
顔
が
か
が
や
き

、
安
心
し
て
子
育
て
で
き
る
ま
ち

　Ⅰ　地域における子育て支援の充実

 ２　保育サービスの充実

 ３　子どもの健全育成環境の充実

 ４　子育て支援ネットワークづくりと人材の活用

 ５　子育てに係る経済的負担の軽減

　Ⅱ　母性及び乳幼児等の健康づくり
　　　 の推進

１　切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実

 ２　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

 ３　食育等の推進

 ４　子どもの健やかな成長を見守る地域づくり

　Ⅳ　子育てを支援する生活環境の
　　　 整備

 １　安全な道路交通環境の整備

 ２　生活・居住環境の整備

　Ⅲ　子どもが健やかに育つ教育環境
　　　 の整備

 １　未来の親の育成

 ２　子どもの生きる力を育てる学校の教育環境等の整備

 ３　家庭や地域の教育力の向上

 ４　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

　Ⅴ　仕事と家庭の両立の推進
 １　仕事と生活の調和を実現するための働き方の見直し等

 ２　仕事と子育ての両立のためのサービス基盤の整備

　Ⅵ　子どもの安全の確保

 １　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

 ２　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

 ３　被害にあった子どもの支援の推進

　Ⅶ　配慮を必要とする子ども・子育て
　　　 家庭への支援体制の整備

 １　児童虐待防止対策の充実

 ２　ひとり親家庭等の自立支援の推進

 ３　障がい児施策の充実

 ４　経済的に困難な子どもの支援

施 策 体 系 



基本
目標

施策
基本
目標

施策
（下線箇所は見直し）

想定する事業（案）
○：現計画に掲載されていない事業
⇒具体的な事業については精査中

１　地域における子育て支援サービスの充実 １　地域における子育て支援サービスの充実
・放課後児童クラブの環境改善
・各種相談
・産前産後ヘルパー派遣事業

２　保育サービスの充実 ２　保育サービスの充実
・待機児童解消のための保育所等の整備
・待機児童解消のための地域型保育事業の推進

３　子育て支援ネットワークづくり ３　子どもの健全育成環境の充実
・青少年健全育成団体への支援
・放課後子供教室推進事業

４　子どもの健全育成 ４　子育て支援ネットワークづくりと人材の活用
・地域子育て支援ネットワークの推進
・子育て支援ボランティア・ＮＰＯへの支援

（新規） ５　子育てに係る経済的負担の軽減
・中学生までの子どもの医療費助成
○幼児教育・保育の無償化

１　切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実 １　切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実
・母子保健に関する各種相談・教室
・子育て世代包括支援事業
・産後ケア事業

２　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 ２　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実
・性に関する正しい知識の啓発･指導
・未成年者の喫煙、飲酒、薬物乱用の防止対策等

３　食育等の推進 ３　食育等の推進
・乳幼児の生活習慣の確立への支援強化
・栄養・食生活に関する情報発信、学習や相談の場の提供

４　子どもの健やかな成長を見守る地域づくり ４　子どもの健やかな成長を見守る地域づくり ・地域子育て支援ネットワークの推進

１　次代の親の育成 １　次代未来の親の育成
・家庭教育総合推進事業
・福祉教育

２　子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 ２　子どもの生きる力を育てる学校の教育環境等の整備
・外国語教育推進事業
・小中学校体験活動推進事業

３　家庭や地域の教育力の向上 ３　家庭や地域の教育力の向上
・子どもを育む学校・家庭・地域連携事業
・ねがたオープンキャンパス（ねこまろ）
○すきすき絵本タイム・ブックスタート事業

４　子どもを取り巻く有害環境対策の推進 ４　子どもを取り巻く有害環境対策の推進 ・情報教育推進事業、ウグイスネット管理事業

１　安全な道路交通環境の整備 １　安全な道路交通環境の整備 ○園児等の移動経路における交通安全対策

２　安心して外出できる環境の整備 ２　生活・居住環境の整備 ・都市公園の整備

１　仕事と生活の調和を実現するための働き方の見直し等 １　仕事と生活の調和を実現するための働き方の見直し等
・ワークライフバランスの普及促進に向けた啓発活動
○男性の子育て・介護の参画促進

２　仕事と子育ての両立の推進 ２　仕事と子育ての両立のためのサービス基盤の整備
・放課後児童クラブの環境改善
・待機児童解消のための保育所等の整備
・待機児童解消のための地域型保育事業の推進

１　子どもの交通安全を確保するための活動の推進 １　子どもの交通安全を確保するための活動の推進
・交通安全教育指導事業
・交通安全啓発事業

２　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 ２　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
・交通・防犯ボランティア等への支援と各種パトロールの実施
・子ども１１０番連絡所

３　被害にあった子どもの支援の推進 ３　被害にあった子どもの支援の推進 ・被害にあった子どもに対する相談体制の強化

１　児童虐待防止対策の充実 １　児童虐待防止対策の充実
・要保護児童対策地域協議会の充実
・児童虐待に対する相談の充実

２　母子家庭等の自立支援の推進 ２　ひとり親家庭等の自立支援の推進
・母子・父子自立支援員による母子家庭等の親に対する自立就業相
談
・ひとり親家庭等医療費等の助成

３　障がい児施策の充実 ３　障がい児施策の充実
・療育支援
・放課後児童健全育成事業での障がい児受入れ
・障がい児保育

（新規） ４　　経済的に困難な子どもの支援
・要保護・準要保護児童生徒に援助費の支給
○子ども食堂・学習支援等運営支援事業（住民主体型サービス）

施 策 比 較 表

（現行）子育て応援プラン 　（次期）子育て応援プラン【骨子案】　

Ⅰ　地域における子育ての支援 　Ⅰ　地域における子育て支援の充実

Ⅱ　母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 　Ⅱ　母性及び乳幼児等の健康づくりの推進

Ⅲ　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 　Ⅲ　子どもが健やかに育つ教育環境の整備

Ⅳ　子育てを支援する生活環境の整備 　Ⅳ　子育てを支援する生活環境の整備

　　　　 　　　　

Ⅴ　職業生活と家庭生活との両立の支援 　Ⅴ　仕事と家庭の両立の推進

Ⅵ　子どもの安全の確保 　Ⅵ　子どもの安全の確保

Ⅶ　要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 Ⅶ　配慮を必要とする子ども・子育て家庭への支援体制の整備
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

国は、急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、か

つ、育成される環境の整備を図るため、平成15年７月に次世代育成支援対策推進法を制定

し、市町村に対し「次世代育成支援対策に関する行動計画」の策定を義務付けました。 

同法は10年間の時限立法でしたが、平成26年４月の改正により、法の有効期間が10年間

延長され、計画的・集中的な取組みが継続されることとなりました。なお、期間の延長と

なった平成27年度からは、計画の策定については任意のものとなっています。 

また、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的

として、平成24年８月に子ども・子育て支援法をはじめとする子ども・子育て関連３法を

制定し、平成27年４月から「子ども・子育て支援新制度」を施行しました。この制度にお

いて、市町村は５年ごとに「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定することとなっ

ています。 

袖ケ浦市では、平成17年３月に「袖ケ浦市次世代育成支援行動計画（計画期間：平成17

年度～平成21年度）」を、平成22年３月に「袖ケ浦市次世代育成支援後期行動計画（計画期

間：平成22年度～平成26年度）」を策定しています。 

また、平成26年度には、子ども・子育て関連３法に基づく「市町村子ども・子育て支援

事業計画」と次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」を「袖ケ浦市子育て

応援プラン（計画期間：平成27年度～令和元年度）」として一体的に策定しました。 

「袖ケ浦市子育て応援プラン」については、地域の実情に応じた質の高い教育・保育及

び地域子ども・子育て支援事業が総合的かつ効率的に提供されるよう、一部見直しを行い

つつ、様々な施策を計画的・総合的に推進してきました。 

一方、核家族化や地域のつながりの希薄化、就労する保護者の増加など、社会生活上の

変化により、子どもや子育てをめぐる環境において厳しい状況におかれ、子育てに不安や

孤立、負担を感じる家庭も少なくありません。 

このような状況を踏まえ、今後は、幼児教育・保育の無償化、働き方改革など、子育て

や暮らしの在り方が多様化していく中で、保護者がどのように子育てしたいか、働きたい

か、暮らしたいか、といった当事者の視点に立った子育て支援が求められています。 

本市においては、現行の「袖ケ浦市子育て応援プラン」が令和元年度でその計画期間を

終了することを受け、これまでの取組みを振り返るとともに、本市における今後の子ど

も・子育て支援の方針を定め、地域の協力のもと、子育て支援の各事業を計画的に推進し

ていくため、新たに「袖ケ浦市子育て応援プラン」を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援行動計画 

本計画は、子ども・子育て支援法第61条第１項の規定に基づく「市町村子ども・子育て

支援事業計画」と、次世代育成支援対策推進法第８条第１項の規定に基づいて定める「市

町村行動計画」の内容を包含し、本市のすべての子どもと家庭を対象とした子ども・子育

て施策を総合的・一体的に進めるための計画として位置づけるものです。 

子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援行動計画の根拠法、位置づけ等 

 子ども・子育て支援事業計画 次世代育成支援行動計画 

根 拠 法 子ども・子育て支援法 次世代育成支援対策推進法 

位置づけ 

幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供体制の確保その他子ども・子育て

支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、

かつ、育成される社会の形成に資することを目

的とし、次世代育成支援対策を迅速かつ重

点的に推進するための計画 

内 容 

基本的に就学前の子どもと小学生を対象にし、

教育・保育提供区域（以下、この表内で「区

域」という。）ごとの幼児教育・保育の各事業の

見込み量とその確保方策等について定める計画 

18 歳未満程度までの子どもを対象とする、

子育て支援・母子保健・教育・住宅等を含む

広範な政策についての計画 

【記載事項（必須）】 

○区域の設定 

○区域ごとの教育・保育のニーズ量の見込、提

供体制確保の内容及び実施時期 

○区域ごとの地域子ども・子育て支援事業の

ニーズ量の見込、提供体制確保の内容及び

実施時期 

○教育・保育の一体的提供とその推進に関する

体制の確保の内容 

【記載事項（任意）】 

○産休・育休後における特定教育・保育施設等

の円滑な利用の確保に関する事項 

○子どもに関する専門的な知識及び技術を要す

る支援に関する都道府県が行う施策との連携

に関する事項 

○ワークライフバランスの推進に必要な雇用環境

の整備に関する施策との連携に関する事項 

【記載事項】 

次世代育成支援対策の実施内容及び実施

時期と、これにより達成しようとする目標 

○地域における子育ての支援 

○母性並びに乳児及び幼児等の健康の確

保及び増進 

○子どもの心身の健やかな成長に資する教

育環境の整備 

○子育てを支援する生活環境の整備 

○職業生活と家庭生活との両立の推進等 

○子ども等の安全の確保 

○要保護児童への対応などきめ細かな取組

みの推進 
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（２）諸計画との整合 

本計画は、まちづくりの基本となる「袖ケ浦市総合計画」を上位計画として、「袖ケ浦市

地域福祉計画」等、その他の法律の規定により、子ども・子育て支援に関する事項を定め

る関連計画等と整合性を図って策定するものです。 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画は、次世代育成支援対策推進法及び子ども・子育て支援法の規定に基づき、令和

２年度から令和６年度までの５年間とし、時勢の変化等、必要に応じて見直すものとしま

す。 

 

 平成 27年度 

～令和元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

袖ケ浦市 

子育て応援プラン 

      

 

■法令・国の関連計画 

○次世代育成支援対策推進法 

○子ども·子育て関連３法 

・子ども・子育て支援法 
・認定こども園法 
・関連整備法 

○子育て安心プラン 

○新・放課後子ども総合プラン 等 

袖ケ浦市地域福祉計画 

【関連計画】 

○そでがうら・ふれあいプラン（障がい者福
祉基本計画・障がい福祉計画・障がい児福
祉計画） 

袖ケ浦市子育て応援プラン 

次世代育成支援行動計画 
子ども・子育て支援事業計画 

袖ケ浦市総合計画 

【その他の市関連計画】 

○袖ケ浦健康プラン 21 
○袖ケ浦市教育ビジョン 
○袖ケ浦市男女共同参画計画  等 

■県の関連計画 

○新 千葉県次世代育成支援行動計画 

○千葉県子ども・子育て支援事業支援計画 等 

今期計画 前期計画 
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４ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、公募による市民をはじめ、学識経験者や地域の子ども・子

育て分野に関わる委員で構成される「袖ケ浦市子ども・子育て支援会議」における議論を

中心に行います。 

また、袖ケ浦市子育て支援課を中心に、国や県との調整を行いつつ、庁内の関係各課で

検討及び協議を行い、円滑な策定に向けて取り組みます。 

さらに、市民の意見を計画に反映する手段として、パブリックコメントを実施します。 

 

 

 

 

 

国や県との調整 

（庁内） 

子育て応援プラン検討委員会

（子育て支援課等） 

袖ケ浦市子ども・子育て支援会議 

【市民参加】 
パブリックコメント 

意
見
を
反
映 

【市民参加】 
子育てアンケート 

【市民参加】 
ニーズ調査 

（平成 30年度実施） 

袖ケ浦市子育て応援プラン 

次世代育成支援行動計画 

子ども・子育て支援事業計画 
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第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く状況 

１ 市と地域の状況 

袖ケ浦市は、東京湾沿い、千葉県のほぼ中央に位置し、羽を拡げた蝶のような形をして

います。東部は市原市、西部は木更津市に接し、北部は鋸の歯のような形状で東京湾に臨

んでいます。 

本市の地域福祉計画をはじめとする多くの計画においては、市内を５地区（昭和、長浦、

根形、平岡、中川・富岡地区）に分けて施策の展開を行っていますが、前期計画である

「袖ケ浦市子育て応援プラン」においては、人口や日常生活圏域、生活実態、教育・保育

の施設の整備状況等から、「平岡地区」と「中川・富岡地区」を合わせて「平川地区」とし、

全体を４地区として設定して教育・保育サービスの提供体制の整備を行ってきました。 

 

 

平川地区 
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（１）昭和地区 

 平成 26 年 平成 31 年 ※ 
地区人口の
構成比 

全市に 
占める割合 

人口（人） 16,168 18,792 2,624 100.0% 29.9% 

 ０～14歳 2,551 3,130 579 16.7% 36.3% 

  うち、０～５歳 1,091 1,473 382 7.8% 42.6% 

 15～64歳 10,265 11,691 1,426 62.2% 31.2% 

 65 歳以上 3,352 3,971 619 21.1% 23.6% 

世帯数（世帯） 6,509 7,854 1,345  29.4% 

 １世帯当たり人口（人） 2.48 2.39 ▲ 0.09   

※は平成31年から平成26年の値を引いたもの。 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在：外国人は含まない。） 
 

①地区の概況 

昭和地区は、土地区画整理事業等により宅地化された福王台や神納などで人口が増加し

ています。また、袖ケ浦駅海側土地区画整理事業による宅地化に伴い、子育て世代等の転

入・転居により人口が急増しています。 

袖ケ浦バスターミナルは川崎、横浜、羽田、品川、新宿に加え、東京、渋谷方面にも高

速バスが運行したことにより、東京や神奈川方面への通勤通学者が増加しており、袖ケ浦

駅とともに、広域交通の結節機能を果たしています。 

②施設の状況 

地区内には、市民会館や総合運動場、中央図書館、海浜公園等の全市的施設が所在し、

イベント時には活況を呈しています。 

＜児童関連施設＞ 

名称 設置数 名称 設置数 

認可保育所（園） 2  ファミリー・サポート・センター 1  

認定こども園 1  小学校 2  

家庭的保育 1  中学校 1  

小規模保育 2  放課後児童クラブ 5  

地域子育て支援拠点施設（そでがうらこども館）  
※子育て支援センター含む 

1  
子育て支援センター 
（私立保育園及び認定こども園内） 

2  

子どもの遊び場 2  高等学校 1  

（近年の整備状況） ・平成30年４月：市内初となる幼保連携型認定こども園を開設 

・平成31年４月：昭和小学校の敷地内に放課後児童クラブ開設 

・令和元年９月：小規模保育事業所２箇所を開設 

＜文化・スポーツ等の施設＞ 

名称 設置数 名称 設置数 

市民会館 1 中央図書館 1 

総合教育センター 1 総合運動場 1 

海浜公園（県） 1   
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（２）長浦地区 

 平成 26 年 平成 31 年 ※ 
地区人口の
構成比 

全市に 
占める割合 

人口（人） 26,923 26,983 60 100.0% 42.9% 

 ０～14歳 3,995 3,820 ▲ 175 14.2% 44.3% 

  うち、０～５歳 1,473 1,440 ▲ 33 5.3% 41.7% 

 15～64歳 17,381 16,225 ▲ 1,156 60.1% 43.3% 

 65 歳以上 5,547 6,938 1,391 25.7% 41.2% 

世帯数（世帯） 11,403 11,764 361  44.0% 

 １世帯当たり人口（人） 2.36 2.29 ▲ 0.07   

※は平成31年から平成26年の値を引いたもの。 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在：外国人は含まない。） 

 

①地区の概況 

蔵波台・長浦駅前の土地区画整理事業により整備された市街地が広がり、全市に占める

割合が43％と最も人口の多い地域です。蔵波は小規模開発等で人口が増加傾向にあります。 

平成通り沿いで沿道型店舗が立地するほか、長浦駅前線も駅前の大型スーパーなどの商

業集積が進んでいます。 

②施設の状況 

地区内には蔵波小学校と長浦小学校の２小学校があり、長浦公民館・運動広場、長浦お

かのうえ図書館、臨海スポーツセンター等の文化・スポーツ施設などが充実し、代宿には

市内で唯一の児童館があります。 

＜児童関連施設＞ 

名称 設置数 名称 設置数 

認可保育所（園） 4  子どもの遊び場 4  

幼稚園 2  小学校 2  

小規模保育 1  中学校 2  

事業所内保育施設（認可1・認可外3） 4  放課後児童クラブ 7  

子育て支援センター（私立保育園内） 3  児童館 1  

（近年の整備状況） ・平成28年１月：小規模保育事業所１箇所を開設 

・平成29年12月：認可保育所１箇所を開設 

・平成30年４月：認可事業所内保育事業所を開設 

＜文化・スポーツ等の施設＞ 

名称 設置数 名称 設置数 

臨海スポーツセンター 1  長浦公民館 1  

長浦おかのうえ図書館 1  今井野球場 1  

運動広場 1    
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（３）根形地区 

 平成 26 年 平成 31 年 ※ 
地区人口の
構成比 

全市に 
占める割合 

人口（人） 6,086 5,849 ▲ 237 100.0% 9.3% 

 ０～14歳 663 627 ▲ 36 10.7% 7.3% 

  うち、０～５歳 247 201 ▲ 46 3.4% 5.8% 

 15～64歳 3,950 3,418 ▲ 532 58.4% 9.1% 

 65 歳以上 1,473 1,804 331 30.8% 10.7% 

世帯数（世帯） 2,312 2,386 74  8.9% 

 １世帯当たり人口（人） 2.63 2.45 ▲ 0.18   

※は平成31年から平成26年の値を引いたもの。 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在：外国人は含まない。） 

 

①地区の概況 

根形地区は浮戸川沿いに広がる水田地帯、（県）南総昭和線北側に連なる斜面林、その北

側の畑地により形成される緑豊かな地域であり、市街化調整区域においては県道沿いに集

落が形成されています。地区東部ののぞみ野には人口が定着しており、新旧の市街地や集

落地が共存する地域となっています。 

また、文化財に指定されている「山野貝塚」「飽富神社」「飽富神社の筒粥」など、歴史

的な要素が多い地域となっています。 

②施設の状況 

地区内には、袖ケ浦公園や郷土博物館、老人福祉会館、健康づくり支援センターなど全

市的な施設が整備され、袖ケ浦公園に隣接する農畜産物直売所「ゆりの里」も盛況です。 

＜児童関連施設＞ 

名称 設置数 名称 設置数 

認可保育所（園） 1  中学校 1  

子どもの遊び場 5  放課後児童クラブ 1  

小学校 1    

（近年の整備状況） ・平成31年４月：根形小学校の敷地内に放課後児童クラブを開設 

 

＜文化・スポーツ等の施設＞ 

名称 設置数 名称 設置数 

袖ケ浦公園 1  郷土博物館 1  

アクアラインなるほど館 1  健康づくり支援センター 1  

老人福祉会館 1  根形公民館・運動広場 1  

のぞみ野サッカー場 1  社会福祉センター 1  
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（４）平川地区 

 平成 26 年 平成 31 年 ※ 
地区人口の
構成比 

全市に 
占める割合 

人口（人） 12,132 11,293 ▲ 839 100.0% 17.9% 

 ０～14歳 1,227 1,041 ▲ 186 9.2% 12.1% 

  うち、０～５歳 386 341 ▲ 45 3.0% 9.9% 

 15～64歳 7,102 6,119 ▲ 983 54.2% 16.3% 

 65 歳以上 3,803 4,133 330 36.6% 24.5% 

世帯数（世帯） 4,620 4,720 100  17.7% 

 １世帯当たり人口（人） 2.63 2.39 ▲ 0.24   

※は平成31年から平成26年の値を引いたもの。 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在：外国人は含まない。） 
 

①地区の概況 

【平岡地区】 

地区の人口は、野里、上泉、三箇、川原井等に分散しています。東関東自動車道のイン

ターが近く、東京ドイツ村などの民間資本によるレジャー施設が立地しています。 

【中川・富岡地区】 

地区は、横田、百目木などの「中川地区」と滝の口、吉野田などの「富岡地区」から形

成されていますが、地区の人口の約56％が横田に集中しています。東横田駅周辺及び国道

409号沿いには、沿道型商業施設が立地しています。 

平川地区全体では、人口が減少しており、高齢化が進行しています。 

②施設の状況 

地区内には、平川公民館、平岡公民館等があります。また、百目木公園は、各種のス

ポーツができる公園として親しまれています。 

＜児童関連施設＞ 

名称 設置数 名称 設置数 

認可保育所（園） 2  中学校 1  

幼稚園 1  放課後児童クラブ 2  

子どもの遊び場 16  児童養護施設 1  

小学校 3    

（近年の整備状況） ・平成31年４月：今井幼稚園を中川幼稚園に統合し、市立幼稚園を１園化 

 

＜文化・スポーツ等の施設＞ 

名称 設置数 名称 設置数 

百目木公園 1  平川公民館・平岡公民館 2  

平川公民館富岡分館 1  平川図書館 1  

運動広場 2  東京ドイツ村（民間施設） 1  
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２ 子ども・子育て家庭の状況 

（１）人口の動向 

①年齢３区分人口の推移と今後の推計 

平成31年４月１日時点の人口総数は63,704人で、一貫して増加傾向で推移を続けていま

す。今後の推計においては昭和地区の土地区画整理事業及び長浦地区（蔵波地区）の小規

模開発に伴う社会増を見込み、令和６年には64,945人となることが予想されています。 

65歳以上の高齢者人口は今後も増加が見込まれ、令和６年の推計では18,151人と市の人

口の約28％を占めることが見込まれている一方、０～14歳の年少人口は、社会増の見込み

を合わせても、8,700人を超えた辺りで推移することが見込まれます。 

年齢３区分人口の推移と今後の推計 

  

資料：平成27年～平成31年：住民基本台帳（各年４月１日） 

令和２年～令和６年：袖ケ浦市総合計画の基本構想に示す将来の目標人口より推計 
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- 11 - 

②18歳未満人口の推移と今後の推計 

18歳未満人口は、主に０～５歳の未就学児が増加傾向で推移しています。平成31年４月

１日時点では10,449人となり、平成27年と比較すると206人増加しています。 

今後の推計においては、子育て世代の転入に伴う社会増・自然増が見込まれるものの、

微増にとどまることが予想されます。 

18歳未満人口の推移と今後の推計 

 

資料：平成27年～平成31年：住民基本台帳（各年４月１日） 

令和２年～令和６年：袖ケ浦市総合計画の基本構想に示す将来の目標人口を基に各歳に案分して算出 
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③18歳未満人口の地区別推計 

18歳未満人口の地区別推計をみると、昭和地区では土地区画整理事業により社会増・自

然増が見込まれるものの、根形地区ではほぼ横ばい、また、長浦地区、平川地区では減少

傾向で推移していくことが予想されます。 

 

18歳未満人口の地区別推計 

 

資料：平成27年～平成31年：住民基本台帳（各年４月１日） 

令和２年～令和６年：袖ケ浦市総合計画の基本構想に示す将来の目標人口を基に各歳に案分して算出 
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（２）世帯の状況 

①家族類型別世帯及び１世帯当たり人員の推移 

国勢調査をみると、世帯数は増加傾向で推移している一方、１世帯当たり人員は減少傾

向で推移しています。 

平成27年の核家族世帯は14,520世帯と、市内の一般世帯総数の６割以上を核家族が占め

ているなど、核家族化が進行していることがうかがえます。 

また、６歳未満親族のいる世帯及び18歳未満親族のいる世帯の核家族世帯が占める割合

は、いずれも８割を超えており、特にこの傾向が強くみられます。 

家庭類型の全体像、世帯数（１世帯当たり人員）の推移 

単位：世帯、人 

  平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

６歳未満 

親族のいる世帯 

（平成 27年） 

18歳未満 

親族のいる世帯 

（平成 27年） 

一般世帯総数 

（１世帯当たり人員） 

18,639  

（3.07） 

19,732 

（2.91）  

21,335  

（2.75） 

22,545  

（2.62） 
2,315  5,855  

Ａ 親族世帯 15,398  15,965  16,473  16,962  2,309  5,830  

 Ⅰ 核家族世帯 12,105  12,817  13,525  14,520  2,024  4,887  

 Ⅱ その他の親族世帯 3,293  3,148  2,948  2,442  285  943  

Ｂ 非親族世帯 81  82  206  211  6  19  

Ｃ 単独世帯 3,160  3,685  4,655  5,354  -  6  

資料：国勢調査（各年10月１日）から算出 
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②６歳未満親族のいる一般世帯の推移 

平成27年の６歳未満親族のいる世帯数は2,315世帯で、世帯人員は9,384人、１世帯当た

り4.05人となっています。また、６歳未満親族人員は3,086人で１世帯当たりの６歳未満人

数は、1.33人となっています。 

６歳未満親族のいる一般世帯の推移 

 

資料：国勢調査（各年10月１日） 

 

③18歳未満親族のいる一般世帯の推移 

平成27年の18歳未満親族のいる世帯数は5,855世帯で、世帯人員は23,521人、１世帯当た

り4.02人となっています。また、18歳未満親族人員は9,979人で１世帯当たりの18歳未満人

数は、1.70人となっています。 

18歳未満親族のいる一般世帯の推移 

 

資料：国勢調査（各年10月１日） 
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④母子世帯・父子世帯の推移 

母子世帯数をみると、平成12年以降は増加傾向にあり、平成27年の母子世帯数は353世帯

と、平成22年に比べて減少がみられるものの、平成12年と比較すると85世帯増加していま

す。 

また、一般世帯に対する母子世帯の割合の推移をみると、本市は千葉県及び全国より高

い水準で推移しています。 

母子世帯・父子世帯の推移 

 

資料：国勢調査（各年10月１日） 

 

一般世帯に対する母子世帯の割合の推移 

 

資料：国勢調査（各年10月１日） 
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（３）出生の状況 

①合計特殊出生率の推移 

15歳から49歳までの女性１人当たりの平均的な出生数を示す合計特殊出生率の推移をみ

ると、年によるばらつきは大きいものの、おおむね千葉県及び全国より高い水準で推移し

ています。 

 

合計特殊出生率の推移 

 

資料：千葉県健康福祉指導課（袖ケ浦市の数値は人口動態調査による出生数と住民基本台帳人口要覧） 
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②出生数、出生率の推移 

出生数は、平成26年を除くとおおむね500人前後で推移しており、平成29年は514人と

なっています。 

出生率も平成26年に7.1‰となったものの、おおむねね８‰前後で推移しています。 

出生数、出生率（人口千対）の推移 

 

資料：千葉県衛生統計年報 
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（４）母子保健の状況 

①母子手帳発行件数の推移 

母子手帳の発行件数は、平成30年には504人となっており、ここ３年間は500人を上回っ

て推移しています。 

母子手帳発行件数の推移 

 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

母子手帳発行件数（件） 526 564 504 

資料：袖ケ浦市健康推進課 

 

②低出生体重児数、低出生体重児出生率の推移 

2,500ｇ未満の低出生体重児は、平成29年には65人となっており、ここ３年間の出生児に

占める低出生体重児の割合は、増加傾向を示しています。 

低出生体重児数、低出生体重児出生率の推移 

 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

低出生体重児数（人） 53 41 58 65 67 

低出生体重児の割合（％） 10.5 9.4 11.4 13.5 13.0 

資料：千葉県衛生統計年報 

 

③死産数、死産率の推移 

妊娠満12週以後の死産数は、15人前後で推移しており、死産率は千葉県及び全国より若

干高い水準となっています。 

死産数、死産率（出産千対）の推移 

 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

死産数（人） 12 17 13 15 14 

死産率（‰） 

袖ケ浦市 23.2 37.7 24.9 30.3 26.5 

千葉県 22.9 23.8 22.9 21.6 22.1 

全国 22.9 22.9 22.0 21.0 21.1 

資料：人口動態統計、千葉県衛生統計年報 

 

  



 

- 19 - 

④１歳６か月児健康診査における受診状況とむし歯のある者の推移 

１歳６か月児健康診査の受診率は、90％を上回って推移しており、平成30年度で98.8％

となっています。 

また、受診を受けた児童のうち、むし歯のある者の割合は平成30年度で0.5％となってい

ます。 

１歳６か月児健康診査における受診状況とむし歯のある者の割合の推移 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

該当者数（人） 539 510 530 528 572 

受診者数（人） 518 465 513 492 565 

受診率（％） 96.1 91.2 96.8 93.2 98.8 

むし歯のある者の割合（％） 1.7 0.9 1.8 1.0 0.5 

資料：袖ケ浦市健康推進課 

 

⑤３歳児健康診査における受診状況とむし歯のある者の推移 

３歳児健康診査の受診率は、90％前後で推移しており、平成30年度で92.7％となってい

ます。 

また、受診を受けた児童のうち、むし歯のある者の割合は減少傾向で推移しており、平

成30年度には13.7％と、平成26年度と比べて7.1ポイント低下しています。 

３歳児健康診査における受診状況とむし歯のある者の割合の推移 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

該当者数（人） 545 531 568 520 590 

受診者数（人） 501 470 533 479 547 

受診率（％） 91.9 88.5 94.0 92.1 92.7 

むし歯のある者の割合（％） 20.8 15.3 14.3 10.6 13.7 

資料：袖ケ浦市健康推進課 
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（５）就労の状況 

①男女別就業率の推移 

平成12年以降の男性の就業率は増加傾向にあり、平成22年以降は千葉県を上回って推移

しています。 

女性の就業率は、千葉県と同水準の45％前後で推移しています。 

 

男女別就業率の推移 

 

資料：国勢調査から算出 

 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

男性 袖ケ浦市 65.7 66.7 70.3 72.6

男性 千葉県 72.0 68.3 64.9 62.6
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（％）



 

- 21 - 

②女性の年齢階層別就業率 

年齢階層別に女性の就業率をみると、平成17年にはみられた、結婚・出産・子育て期に

就業率は減少し、その後、子育てが終わった時期にかけて再び増加する、いわゆるＭ字

カーブと言われる状況は、徐々にカーブが緩くなっています。 

 

女性の年齢階層別就業率の推移 

 

（注）グラフ中のデータは平成27年のみ掲載 

資料：国勢調査から算出 
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３ 地域における子育て支援事業の利用状況 

（１）教育・保育施設等 

市内の教育・保育施設等の利用状況の推移は次のとおりです。 

①幼稚園の利用状況 

市内には公立幼稚園１箇所、私立幼稚園２箇所の、計３箇所の幼稚園があります。 

昭和地区、平川地区では、園児数が減少傾向で推移しており、利用状況や施設の老朽化

に伴い、平成31年４月に昭和地区の市立今井幼稚園は平川地区の市立中川幼稚園と統合し

ています。 

一方で、長浦地区の入所率は70％から80％台で推移しており、微増傾向にあります。 

幼稚園の設置数・定員数・園児数 

地区 区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

昭和 

設置数 箇所 1 1 1 1 0 

定員数 人 210 210 210 210 － 

園児数 人 175 157 153 126 － 

入所率 ％ 83.3 74.8 72.9 60.0 － 

長浦 

設置数 箇所 2 2 2 2 2 

定員数 人 540 540 540 540 540 

園児数 人 411 411 432 417 444 

入所率 ％ 76.1 76.1 80.0 77.2 82.2 

平川 

設置数 箇所 1 1 1 1 1 

定員数 人 210 210 210 210 210 

園児数 人 80 74 77 71 134 

入所率 ％ 38.1 35.2 36.7 33.8 63.8 

全体 

設置数 箇所 4 4 4 4 3 

定員数 人 960 960 960 960 750 

園児数 人 666 642 662 614 578 

入所率 ％ 69.4 66.875 69.0 64.0 77.1 

（注）各年度５月１日現在 

市外からの受託児童を含む。 

 

 

 



 

- 23 - 

②保育所（園）の利用状況 

平成29年12月に私立保育園が１箇所開設しており、現在、市内に設置されている保育所

（園）は、公立保育所５箇所、私立保育園５箇所の、計10箇所となっています。 

根形地区、平川地区では、入所率は100％を下回っていますが、昭和地区、長浦地区では、

園児数が定員数を上回る状態が続いています。 

保育所（園）の設置数・定員数・園児数 

地区 区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

昭和 

設置数 箇所 3 3 3 3 3 

定員数 人 330 330 330 330 330 

園児数 人 315 364 372 388 384 

入所率 ％ 95.5 110.3 112.7 117.6 116.4 

長浦 

設置数 箇所 3 3 3 4 4 

定員数 人 370 370 400 490 490 

園児数 人 410 410 432 498 530 

入所率 ％ 110.8 110.8 108.0 101.6 108.2 

根形 

設置数 箇所 1 1 1 1 1 

定員数 人 120 120 120 120 120 

園児数 人 109 101 106 107 93 

入所率 ％ 90.8 84.2 88.3 89.2 77.5 

平川 

設置数 箇所 2 2 2 2 2 

定員数 人 180 180 180 180 180 

園児数 人 147 143 142 144 142 

入所率 ％ 81.7 79.4 78.9 80.0 78.9 

全体 

設置数 箇所 9 9 9 10 10 

定員数 人 1,000 1,000 1,030 1,120 1,120 

園児数 人 981 1,018 1,052 1,137 1,149 

入所率 ％ 98.1 101.8 102.1 101.5 102.6 

（注）各年度４月１日現在 

市外からの受託児童を含む。 
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③認定こども園の利用状況 

認定こども園は、幼稚園の機能と保育所（園）の機能を併せ持つ施設で、本市では、平

成30年度に昭和地区に１箇所設置されています。 

平成31年度は、２号認定・３号認定及び１号認定とも、園児数が大幅に増加しています。 

認定こども園の設置数・定員数・園児数 

地区 区分 単位 平成 30年度 平成 31年度 

昭和 

設置数  箇所 1 1 

定員数 
（２号認定・３号認定） 人 150 150 

（１号認定） 人 90 90 

園児数 
（２号認定・３号認定） 人 96 139 

（１号認定） 人 48 68 

入所率 
（２号認定・３号認定） ％ 64.0 89.3 

（１号認定） ％ 53.3 74.4 

（注）各年度４月１日現在 

市外からの受託児童を含む。 

 

④地域型保育施設の利用状況 

地域型保育施設とは、地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応する質が確保さ

れた保育を提供し、子どもの成長を支援するために、認可保育所（原則20名以上）より少

人数の単位で、０歳から２歳児までの子どもを預かる施設（小規模保育、家庭的保育、居

宅訪問型保育、事業所内保育）です。 

本市では、昭和地区に３箇所、長浦地区に２箇所設置されており、このうち、昭和地区

の２施設については、令和元年９月から新たに開園しています。 

地域型保育施設の設置数・定員数・園児数 

地区 区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

昭和 

設置数 箇所 1 1 1 1 1 

定員数 人 5 5 5 5 5 

児童数 人 3 4 4 5 5 

入所率 ％ 60.0 80.0 80.0 100.0 100.0 

長浦 

設置数 箇所 0 1 1 2 2 

定員数 人 － 19 19 39 39 

児童数 人 － 10 17 27 34 

入所率 ％ － 52.6 89.5 69.2 87.2 

全体 

設置数 箇所 1 2 2 3 3 

定員数 人 5 24 24 44 44 

児童数 人 3 14 21 32 39 

入所率 ％ 60.0 58.3 87.5 72.7 88.6 

（注）各年度４月１日現在 

市外からの受託児童を含む。 

事業所内保育事業の従業員枠は除く。 

令和元年９月に昭和地区に新たに設置された２施設を除く。 
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⑤認可外保育施設の状況 

市内の認可外保育施設は、長浦地区に３箇所あり、いずれも事業所での保育を行ってい

ます。 

⑥待機児童数の推移 

保育ニーズの増加に対応するため、計画的に保育定員を拡大してきたことにより、国が

定めた基準による本市の待機児童数は、平成30年度まで０人から１人で推移してきました。 

子育て世代の転入などに伴い、保育ニーズが急伸したことから、平成31年４月１日時点

の待機児童数は28人となっています。 

待機児童数の推移 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

待機児童数（人） 0 1 1 0 28 

（注）各年度４月１日現在 
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（２）地域子ども・子育て支援事業等 

「袖ケ浦市子育て応援プラン（子ども・子育て支援事業計画）」において定めた地域子ど

も・子育て支援事業の実施状況は次のとおりです。 

①時間外保育事業（延長保育事業） 

地域子ども・子育て支援事業で定める延長保育事業については、実施箇所を増やしてお

り、平成30年度は、公立・私立計12箇所で実施しています。 

利用者数は増加傾向にあり、平成30年度は808人となっています。 

延長保育事業の実施状況 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

実利用者数（Ａ） 人 390 541 647 808 

確保方策（Ｂ） 人 622 622 622 734 

差（Ｂ－Ａ） 人 232 81 ▲ 25 ▲ 74 

実施箇所数 箇所 9 10 10 12 

 

②放課後児童健全育成事業 

放課後児童クラブは、市内計14箇所で実施しています。 

利用者数は増加傾向にあり、平成30年度は低学年（１～３年生）で443人、高学年（４～

６年生）で177人の計620人となっています。 

なお、利用者数の増加に伴い、平成31年度に学校敷地内に公設の放課後児童クラブを２

箇所開設しています。 

また、地域ボランティア等による放課後の子どもの居場所づくりとして、「放課後子ども

教室」を市内２箇所で実施しており、参加延べ人数は増加傾向で推移しています。 

放課後児童健全育成事業の実施状況（市全体） 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

実利用者数 

低学年 人 394 416 384 443 

高学年 人 123 156 200 177 

合計（Ａ） 人 517 572 584 620 

確保方策（Ｂ） 人 550 560 695 710 

差（Ｂ－Ａ） 人 33 ▲ 12 111 90 

実施箇所数 箇所 13 14 14 14 

（注）実利用者数：各年度の月末登録児童数（月額利用数＋日額人数※）の平均 

※日額人数：日額利用数÷月別の開設日数 
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放課後児童健全育成事業の実施状況（小学校区別） 

校区 区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

昭
和
小
学
校 

実利用者数 

低学年 人 85 91 95 98 

高学年 人 36 51 48 45 

合計 人 121 142 143 143 

実施箇所数 箇所 3 3 3 3 

奈
良
輪
小
学
校 

実利用者数 

低学年 人 40 42 48 48 

高学年 人 12 13 12 11 

合計 人 52 55 60 59 

実施箇所数 箇所 2 2 2 2 

蔵
波
小
学
校 

実利用者数 

低学年 人 119 117 103 135 

高学年 人 31 34 58 51 

合計 人 150 151 161 186 

実施箇所数 箇所 3 4 4 4 

長
浦
小
学
校 

実利用者数 

低学年 人 69 76 52 60 

高学年 人 24 27 43 31 

合計 人 93 103 95 91 

実施箇所数 箇所 2 2 2 2 

根
形
小
学
校 

実利用者数 

低学年 人 33 31 28 31 

高学年 人 7 11 12 11 

合計 人 40 42 40 42 

実施箇所数 箇所 1 1 1 1 

平
岡
小
学
校 

実利用者数 

低学年 人 22 29 23 31 

高学年 人 12 10 15 15 

合計 人 34 39 38 46 

実施箇所数 箇所 1 1 1 1 

中
川
小
学
校 

実利用者数 

低学年 人 26 30 35 40 

高学年 人 1 10 12 13 

合計 人 27 40 47 53 

実施箇所数 箇所 1 1 1 1 

（注）実利用者数：各年度の月末登録児童数（月額利用数＋日額人数※）の平均 
※日額人数：日額利用数÷月別の開設日数 
 

【参考：放課後子ども教室の参加延べ人数】 

校区 名称 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

昭和 
昭和小学校  
もりのこクラブ 

人日 1,301 1,246 1,529 1,855 

長浦 
あそボラ！！ 
やかたっ子広場 

人日 1,229 1,753 1,210 1,286 

合計 人日 2,530 2,999 2,739 3,141 



 

- 28 - 

③子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）は、それぞれ１箇所で実

施しています。 

平成30年度においては、ショートステイの利用者数が大幅に増加しているほか、トワイ

ライトステイの利用もありました。 

子育て短期支援事業の実施状況 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間延べ 

利用者数 

ショートステイ 人日 23 23 31 76 

トワイライトステイ 人日 0 0 0 2 

合計（Ａ） 人日 23 23 31 78 

確保方策（Ｂ） 人日 65 65 65 65 

差（Ｂ－Ａ） 人日 42 42 34 ▲ 13 

実施箇所数 
ショートステイ 箇所 1 1 1 1 

トワイライトステイ 箇所 1 1 1 1 

 

④地域子育て支援拠点事業 

地域子育て支援拠点事業は、地域子育て支援拠点施設である「そでがうらこども館」や

私立保育園への委託により「子育て支援センター」を実施しているほか、市立保育所で

「なかよし広場」を実施しています。 

「子育て支援センター」の利用者数は増加傾向で推移しており、平成30年度の年間延べ

利用者数は、29,494人となっています。 

地域子育て支援拠点事業の実施状況 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間延べ 

利用者数 

子育て支援センター 人日 23,523 22,923 24,060 29,494 

なかよし広場 人日 1,030 902 1,085 604 

合計（Ａ） 人日 24,553 23,825 25,145 30,098 

確保方策（Ｂ） 人日 9,630 9,630 9,630 9,630 

差（Ｂ－Ａ） 人日 ▲ 14,923 ▲ 14,195 ▲ 15,515 ▲ 20,468 

実施箇所数 
子育て支援センター 箇所 4 4 4 6 

なかよし広場 箇所 4 4 4 4 
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⑤一時預かり事業（幼稚園型） 

一時預かり事業（幼稚園型）は、幼稚園のうち、私立の２箇所で保護者の状況や地域の

実情に応じて、預かり保育を行っています。 

利用者数は増加傾向で推移しており、平成30年度の年間延べ利用者数は、8,835人となっ

ています。 

一時預かり事業（幼稚園型）の実施状況 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間延べ利用者数（Ａ） 人日 5,339 7,824 7,787 8,835 

確保方策（Ｂ） 人日 7,912 7,912 7,912 10,470 

差（Ｂ－Ａ） 人日 2,573 88 125 1,635 

実施箇所数 箇所 2 2 2 2 

 

⑥一時預かり事業（幼稚園型を除く） 

幼稚園型を除く一時預かり事業は、定期的な預け方となる「一時預かり事業（幼稚園型）」

や、緊急時の預かりとなる「病児・病後児保育」を除いた一時的な預かりの方法です。 

平成30年度は、保育所（園）で実施している「一時預かり」を８箇所で、「休日保育」を

２箇所で実施しています。 

また、「子育ての援助を受けたい方」（利用会員）と「子育ての援助を行いたい方」（提供

会員）が会員となって地域で助け合う有償の相互援助活動である「ファミリー・サポー

ト・センター」を市内に１箇所設けています。 

年間延べ利用者数について、「一時預かり」は、増加傾向で推移してきましたが、平成30

年度は減少に転じ、6,769人となっています。 

また、「休日保育」は、平成30年度に大幅な減少がみられ、平成29年度の半数程度となっ

ています。 

一方で、就学前児童を対象とした「ファミリー・サポート・センター」は、増加傾向で

推移しており、平成30年度は82人となっています。 
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一時預かり事業（幼稚園型を除く）の実施状況 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間延べ 

利用者数 

一時預かり 人日 6,700 7,872 7,968 6,769 

休日保育 人日 143 112 121 64 

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ ※ 人日 56 54 73 82 

合計（Ａ） 人日 6,899 8,038 8,162 6,915 

確保方策（Ｂ） 人日 8,161 8,161 8,161 9,172 

差（Ｂ－Ａ） 人日 1,262 123 ▲ 1 2,257 

実施箇所数 

一時預かり 箇所 6 6 7 8 

休日保育 箇所 1 1 1 2 

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ ※ 箇所 1 1 1 1 

※病児・緊急対応強化事業及び就学時対象事業を除く。ただし、平成 27 年度～平成 30 年度の確保方策
については、病児・緊急対応強化事業及び就学時対象事業を含む。 

 

【参考：ファミリー・サポート・センターの会員数、援助活動年間件数】 

区分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

利用会員数 人 168 179 186 191 

提供会員数 人 38 38 39 43 

両方会員数 人 9 11 15 13 

援助活動年間件数 延べ件 876 674 654 491 

 

⑦病児保育事業 

病児保育事業は、私立保育園１箇所と私立認定こども園１箇所で、病後児保育事業は、

私立保育園２箇所で実施しています。 

利用者数は減少傾向で推移しており、平成30年度の年間延べ利用者数は、277人となって

います。 

病児保育事業の実施状況 

区分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

年間延べ 

利用者数 

病後児保育 人日 590 524 275 182 

病児保育 人日   64 95 

合計（Ａ） 人日 590 524 339 277 

確保方策（Ｂ） 人日 2,080 2,080 2,080 2,080 

差（Ｂ－Ａ） 人日 1,490 1,556 1,741 1,803 

実施箇所数 
病後児保育 箇所 2 2 2 4 

病児保育 箇所 2 2 3 4 
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⑧利用者支援事業 

利用者支援事業は、保育所（園）等の入所や地域の子育て支援事業等の情報提供及び相

談・助言等を行う事業で、平成29年度からは３箇所で実施しています。 

利用者支援事業の実施状況 

区分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実施箇所数 

基本型・特定型※１ 箇所 1 1 2 2 

母子保健型※２ 箇所 0 1 1 1 

合計 箇所 1 2 3 3 

※１ 基本型・特定型：職員配置－専任職員（利用者支援専門員）を１名以上配置 

※２ 母子保健型：職員配置－母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師等を１名以上配置 

 

⑨妊婦健康診査 

妊婦健康診査では、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期

間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施しています。 

妊婦届出等人数及び年間延べ受診回数は増加傾向で推移してきましたが、平成30年度は

減少に転じ、妊婦届出等人数は621人、年間延べ受診回数は6,239回となっています。 

妊婦健康診査の実施状況 

区分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

妊婦届出等人数 人 606 639 699 621 

年間延べ受診回数 延べ回 6,022 6,133 6,345 6,239 

 

⑩乳児家庭全戸訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業は、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、新生児

の発育、栄養、環境、疾病予防に留意した適切な指導を行うとともに、子育て支援に関す

る情報提供や養育環境等の把握を行っています。 

訪問者数は、おおむね500人台で推移しています。 

乳児家庭全戸訪問事業の実施状況 

区分 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

訪

問

数 

保健師・助産師による訪問 人 504 480 481 527 

主任児童委員による訪問 人 56 43 48 15 

合計 人 560 523 529 542 
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４ ニーズ調査結果からみた市民の意向 

（１）ニーズ調査の実施概要 

①調査の目的 

本計画を策定するにあたって、「袖ケ浦市子ども・子育て支援に関するアンケート調査

（ニーズ調査）」を実施しました。この調査は、確保を図るべき教育・保育給付、地域子ど

も・子育て支援事業の「量の見込み」を算出するための基礎資料とするとともに、本市に

おける子育て環境の変化や、市民が求める取組み等を把握することで、より効果的な子育

て支援策を検討することを目的とするものです。 

②調査の方法、回収状況等 

ニーズ調査の方法や回収状況は次のとおりです。 

調査の実施概要 

調査対象 袖ケ浦市在住の就学前児童・小学生の保護者を対象として無作為抽出 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 平成30年10月31日から平成30年11月20日まで 

調査票の回収状況 

 配布数 回答数 回答率 

就学前児童保護者 1,000 通 610 通 61.0％ 

小学生保護者 1,000 通 531 通 53.1％ 

 

 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点以

下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方に

なるため、回答比率の合計が100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、全体の有効回答数の合計と地区別の有効回答

数が合致しないことがあります。 
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（２）主な集計結果 

①日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人 

子どもをみてもらえる親族・知人の有無について、就学前児童保護者では「日常的に祖

父母等の親族にみてもらえる」の割合が35.2％、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の

親族にみてもらえる」の割合が59.0％となっています。 

その一方で、「いずれもいない」保護者が12.3％ほど見られます。また、平川地区では

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が他の地区に比べ高くなっています。 

 

日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人（全体・地区別） 

上段：人数（人） 

下段：割合（％） 

有
効
回
答
者
数 

日
常
的
に
祖
父
母

等
の
親
族
に
み
て
も

ら
え
る 

緊
急
時
も
し
く
は

用
事
の
際
に
は
祖
父

母
等
の
親
族
に
み
て

も
ら
え
る 

日
常
的
に
子
ど
も

を
預
け
ら
れ
る
友

人
・知
人
が
い
る 

緊
急
時
も
し
く
は

用
事
の
際
に
は
子
ど

も
を
み
て
も
ら
え
る

友
人
・知
人
が
い
る 

い
ず
れ
も
い
な
い 

無
回
答 

就
学
前
児
童 

全体 
610 215 360 22 74 75 2 

  35.2 59.0 3.6 12.1 12.3 0.3 

地
区
別 

昭和 
128 43 64 1 19 22 1 

  33.6 50.0 0.8 14.8 17.2 0.8 

長浦 
251 79 163 9 32 33 0 

  31.5 64.9 3.6 12.7 13.1 0.0 

根形 
70 26 38 5 14 5 - 

  37.1 54.3 7.1 20.0 7.1 0.0 

平川 
114 55 68 3 7 4 0 

  48.2 59.6 2.6 6.1 3.5 0.0 

その他 
41 11 25 4 2 9 - 

 26.8 61.0 9.8 4.9 22.0 0.0 

小
学
生 

全体 
531 179 291 38 115 66 3 

  33.7 54.8 7.2 21.7 12.4 0.6 

地
区
別 

昭和 
155 50 93 9 29 18 1 

  32.3 60.0 5.8 18.7 11.6 0.6 

長浦 
211 66 110 14 52 28 2 

  31.3 52.1 6.6 24.6 13.3 0.9 

根形 
65 19 31 7 17 13 - 

  29.2 47.7 10.8 26.2 20.0 0.0 

平川 
94 42 52 8 15 7 0 

  44.7 55.3 8.5 16.0 7.4 0.0 

その他 
6 2 5 - 2 - - 

  33.3 83.3 0.0 33.3 0.0 0.0 
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保護者の就労状況（就学前児童・母親） 

平成30年度調査

(回答者数 = 608)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,108)

％

フルタイム（1週5日程度・1日8
時間程度の就労）で就労してお
り、産休・育休・介護休業中では
ない

フルタイム（1週5日程度・1日8
時間程度の就労）で就労してい
るが、産休・育休・介護休業中
である

パート・アルバイト等（「フルタイ
ム」以外の就労）で就労してお
り、産休・育休・介護休業中では
ない

パート・アルバイト等（「フルタイ
ム」以外の就労）で就労している
が、産休・育休・介護休業中で
ある

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

23.5

12.5

26.6

2.3

32.2

1.6

1.2

21.4

9.1

20.5

1.5

43.1

3.0

1.4

0 20 40 60 80 100
②保護者の就労状況 

就学前児童保護者では、就労している

母親の割合が64.9％となっており、平成

25年度調査と比較して「以前は就労して

いたが、現在は就労していない」の割合

が減少し、就労している母親が増加して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

また、就労していない母親も73.7％

が今後の就労を希望しており、平成25

年度調査と比較すると、「すぐにでも、

もしくは１年以内に就労したい」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

小学生保護者では、就労している母

親の割合が77.4％と就学前児童より高

くなっており、子どもの進学に伴い就

労する母親が増加することがうかがえ

ます。 

 

 

 

 

 

 

％

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが
歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

20.4

48.5

25.2

5.8

23.9

48.8

16.9

10.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 206)

平成25年度調査

(回答者数 = 510)

就労していない保護者の今後の就労希望（就学前児童・母親） 

 

％

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してお
り、育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８
時間程度の就労）で就労してい
るが、産休・育休・介護休業中
である

パート・アルバイト等（「フルタイ
ム」以外の就労）で就労してお
り、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイ
ム」以外の就労）で就労している
が、産休・育休・介護休業中で
ある

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

96.9

0.0

1.3

0.0

1.0

0.0

0.8

35.2

0.6

41.6

0.0

19.3

2.5

0.8

0 20 40 60 80 100

父親

(回答者数 = 478)

母親

(回答者数 = 522)

保護者の就労状況（小学生） 
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③平日の定期的な教育・保育事業の利用 

平日、定期的に利用している事業は、「認可保育所（園）」の割合が58.1％、次いで「幼

稚園」の割合が28.1％と、平成25年度調査と比較すると、「認可保育所（園）」「認定こども

園」の割合が増加し、一方で「幼稚園」の割合が減少しています。 

また、今後利用したい事業は、「認可保育所（園）」「幼稚園」の割合がともに約５割と

なっていますが、平成25年度調査と比較すると、「認可保育所（園）」の割合が増加してい

る一方、「幼稚園」の割合が減少しています。 

 

 

 

％

幼稚園（通常の就園時間の利

用）

幼稚園の預かり保育（通常の就

園時間を延長して預かる事業の

うち定期的な利用のみ）

認可保育所（園）（国が定める最

低基準に適合した施設で都道

府県等の認可を受けたもの）

認定こども園（幼稚園と保育施

設の機能を併せ持つ施設）

小規模な保育施設（市の認可を

受けた定員おおむね６～19人の

もの）

家庭的保育（保育者の家庭等

で子どもを保育する事業）

事業所内保育施設（企業が主

に従業員用に運営する施設が

設ける地域住民の子どもの受

け入れ枠）

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育（ベビーシッ

ターのような保育者が子どもの

家庭で保育する事業）

ファミリーサポートセンター（地

域住民が子どもを預かる事業）

その他

無回答

52.3

25.7

53.6

26.2

6.4

2.0

4.3

0.8

1.5

3.4

3.0

1.1

61.6

23.0

47.7

14.0

4.0

2.4

9.8

－

－

6.1

1.2

1.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 610)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,108)

今後利用したい事業（就学前児童） 

 

平日の定期的な教育・保育事業の利用状況（就学前児童） 

 
％

幼稚園（通常の就園時間の利

用）

幼稚園の預かり保育（通常の就

園時間を延長して預かる事業の

うち定期的な利用のみ）

認可保育所（園）（国が定める最

低基準に適合した施設で都道

府県等の認可を受けたもの）

認定こども園（幼稚園と保育施

設の機能を併せ持つ施設）

小規模な保育施設（市の認可を

受けた定員おおむね６～19人の

もの）

家庭的保育（保育者の家庭等

で子どもを保育する事業）

事業所内保育施設（企業が主

に従業員用に運営する施設が

設ける地域住民の子どもの受

け入れ枠）

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育（ベビーシッ

ターのような保育者が子どもの

家庭で保育する事業）

ファミリーサポートセンター（地

域住民が子どもを預かる事業）

その他

無回答

28.1

5.5

58.1

5.8

0.6

0.6

3.1

0.9

0.0

0.0

4.9

0.0

48.2

3.9

46.0

0.1

4.0

0.1

0.0

0.4

2.6

0.6

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 327)

平成25年度調査

(回答者数 = 724)
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④病気の際の対応 

子どもが、病気やケガで教育・保育事

業が利用できなかった就学前児童保護者

が71.3％、学校を休んだことがある小学

生保護者が63.3％となっています。 

 

 

 

その際に、病児・病後児の保育を利用

した人が就学前児童保護者で7.7％となっ

ています。また、平川地区で「母親が仕

事を休んでみた」の割合が高くなってい

ます。 

 

病気やケガで教育・保育事業が利用できなかった（学校を休んだ）場合の対処方法（全体・地区別） 

上段：人数（人） 

下段：割合（％） 

有
効
回
答
者
数 

父
親
が
仕
事
を
休

ん
で
み
た 

母
親
が
仕
事
を
休

ん
で
み
た 

就
労
し
て
い
な
い
保

護
者
が
み
た 

病
児
・
病
後
児
の
保

育
を
利
用
し
た 

（
同
居
者
を
含
む
）

親
族
・
知
人
に
子
ど

も
を
み
て
も
ら
っ
た 

仕
方
な
く
子
ど
も

だ
け
で
留
守
番
を
さ

せ
た 

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
を
利
用

し
た 

そ
の
他 

無
回
答 

就
学
前
児
童 

全体 
233 73 182 57 18 80 2 - 8 4 

  31.3 78.1 24.5 7.7 34.3 0.9 0.0 3.4 1.7 

地
区
別 

昭和 
48 15 38 11 3 12 - - 1 2 

  31.3 79.2 22.9 6.3 25.0 0.0 0.0 2.1 4.2 

長浦 
97 39 73 28 11 36 1 0 4 1 

  40.2 75.3 28.9 11.3 37.1 1.0 0.0 4.1 1.0 

根形 
33 7 25 5 3 7 - - 1 1 

  21.2 75.8 15.2 9.1 21.2 0.0 0.0 3.0 3.0 

平川 
45 8 38 11 1 20 1 0 2 0 

  17.8 84.4 24.4 2.2 44.4 2.2 0.0 4.4 0.0 

その他 
6 3 5 1 - 3 - - - - 

  50.0 83.3 16.7 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

小
学
生 

全体 
336 50 208 103 1 87 35 - 11 2 

  14.9 61.9 30.7 0.3 25.9 10.4 0.0 3.3 0.6 

地
区
別 

昭和 
102 14 64 33 1 30 9 - 4 - 

  13.7 62.7 32.4 1.0 29.4 8.8 0.0 3.9 0.0 

長浦 
138 25 83 41 0 34 13 0 3 2 

  18.1 60.1 29.7 0.0 24.6 9.4 0.0 2.2 1.4 

根形 
37 3 19 12 - 11 4 - 2 - 

  8.1 51.4 32.4 0.0 29.7 10.8 0.0 5.4 0.0 

平川 
56 8 40 16 0 11 9 0 2 0 

  14.3 71.4 28.6 0.0 19.6 16.1 0.0 3.6 0.0 

その他 
3 - 2 1 - 1 - - - - 

  0.0 66.7 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

病気やケガでお子さんが通常の事業が 

利用できなかったことの有無（就学前児童） 

回答者数 = 327 ％

あった

なかった

無回答

71.3

27.2

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

病気やケガでお子さんが 

学校を休んだことの有無（小学生） 

回答者数 = 531 ％

あった

なかった

無回答

63.3

36.3

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70
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⑤子どもの放課後の過ごし方の希望 

就学前児童保護者の子どもの放課後の過ごし方の希望について、低学年のうちの「放課

後児童クラブ（学童保育）」の利用希望は41.9％、高学年の「放課後児童クラブ（学童保

育）」の利用希望は22.6％ほどとなっています。平成25年度調査と比較すると、低学年のう

ちの「放課後児童クラブ（学童保育）」を希望する割合が増加しています。 

 

 

 

また、小学生保護者における

「放課後児童クラブ（学童保

育）」を利用している割合は

27.1％、「放課後子ども教室」

に登録している割合は5.7％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

塾や習い事（ピアノ教室、サッ

カークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

51.6

21.0

46.8

6.5

21.0

41.9

0.0

11.3

8.1

0.0

62.4

21.7

45.7

2.7

22.2

30.3

0.0

19.9

10.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 62)

平成25年度調査

(回答者数 = 221)

小学校低学年のうちは、放課後（平日の小学校終了後） 

の時間をどのような場所で過ごさせたいか（就学前児童） 

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

塾や習い事（ピアノ教室、サッ

カークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

66.1

25.8

64.5

3.2

14.5

22.6

0.0

16.1

8.1

0.0

63.8

23.5

60.6

2.7

17.2

19.9

0.0

23.1

11.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 62)

平成25年度調査

(回答者数 = 221)

小学校高学年になったら、放課後（平日の小学校終了後） 

の時間をどのような場所で過ごさせたいか（就学前児童） 

放課後児童クラブ（学童保育）を利用しているか（小学生） 

回答者数 = 531 ％

利用している

利用していない

無回答

27.1

72.7

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

放課後子ども教室に登録しているか（小学生） 

回答者数 = 530 ％

登録している

登録していない

無回答

5.7

94.2

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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なお、放課後に必要と思うものは、「大人の見守りによる安全・安心な居場所」が最も高

く、就学前児童保護者が59.7％、小学生保護者が65.2％となっています。 

 

⑥育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度 

就学前児童保護者で育児休業を取得していない割合は、父親が85.6％、母親が10.0％と

なっています。平成25年度調査と比較すると、母親の育児休業の取得状況は、就労してい

る母親の増加に伴い「取得した（取得中である）」の割合が増加し、「働いていなかった」

の割合が減少しています。 

 

回答者数 = 62 ％

大人の見守りによる安全・安心
な居場所

学びのきっかけとなる体験活動
（スポーツや文化芸術活動な
ど）

将来の職業の参考になる体験
活動

自由遊び

宿題の支援

学力を高めるための学習支援
（算数や英語など。宿題は除く）

運動系の習い事

音楽系の習い事

その他

無回答

59.7

41.9

6.5

37.1

41.9

17.7

27.4

4.8

0.0

16.1

0 10 20 30 40 50 60 70

放課後に必要と思うもの（就学前児童） 
回答者数 = 531 ％

大人の見守りによる安全・安心
な居場所

学びのきっかけとなる体験活動
（スポーツや文化芸術活動な
ど）

将来の職業の参考になる体験
活動

自由遊び

宿題の支援

学力を高めるための学習支援
（算数や英語など。宿題は除く）

運動系の習い事

音楽系の習い事

その他

無回答

65.2

30.9

9.0

46.0

31.5

34.3

22.6

4.9

1.9

6.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

放課後に必要と思うもの（小学生） 

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

1.0

6.9

85.6

6.6

0.0

0.7

3.2

89.6

6.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 610)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,108)

育児休業の取得状況（就学前児童・父親） 

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

49.5

38.9

10.0

1.6

0.0

54.5

30.4

11.6

3.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 610)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,108)

育児休業の取得状況（就学前児童・母親） 



 

- 39 - 

⑦子育て家庭の暮らし向き 

現在の暮らしの状況を苦しいと感じている保護者は、就学前児童保護者、小学生保護者

ともに約３割となっています。 

 

興味がある支援制度については、就学前児童保護者では「子どもの学習支援」の割合が

42.3％、小学生保護者では「学校が実施する学習支援」の割合が46.3％と最も高くなって

います。 

また、世帯の収入からみる貧困想定世帯においては、「子ども食堂」「フードバンクによ

る食料支援」「子どもの学習支援」の割合が高くなっています。 

 

 

現在の暮らしの状況（就学前児童） 

回答者数 = 610 ％

大変ゆとりがある

ややゆとりがある

普通

やや苦しい

大変苦しい

無回答

0.8

9.2

56.6

25.4

6.9

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70

現在の暮らしの状況（小学生） 

回答者数 = 531 ％

大変ゆとりがある

ややゆとりがある

普通

やや苦しい

大変苦しい

無回答

1.5

9.8

56.1

21.1

10.2

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70

回答者数 = 531 ％

子育て短期支援事業（ショート
ステイ）

ファミリーサポートセンター

子ども食堂

フードバンクによる食料支援

学校が実施する学習支援

子どもの学習支援

その他

無回答

6.2

8.5

17.3

4.0

46.3

42.2

6.8

23.4

0 10 20 30 40 50 60

興味がある支援制度（小学生） 興味がある支援制度（就学前児童） 

回答者数 = 610 ％

子育て短期支援事業（ショート
ステイ）

ファミリーサポートセンター

子ども食堂

フードバンクによる食料支援

学校が実施する学習支援

子どもの学習支援

その他

無回答

12.0

18.2

25.6

8.0

34.8

42.3

4.6

23.8

0 10 20 30 40 50
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興味がある支援制度（世帯の収入からみる貧困想定世帯別） 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（件
） 

子
育
て
短
期
支
援
事

業
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・セ
ン
タ
ー 

子
ど
も
食
堂 

フ
ー
ド
バ
ン
ク
に
よ

る
食
料
支
援 

学
校
が
実
施
す
る

学
習
支
援 

子
ど
も
の
学
習
支
援 

そ
の
他 

無
回
答 

就学前児童 
貧困想定世帯※ 41  14.6  19.5  41.5  34.1  39.0  53.7  2.4  12.2  

その他世帯 547  12.1  17.9  24.3  6.0  34.9  41.5  4.4  24.9  

小学生 
貧困想定世帯※ 37  10.8  8.1  37.8  13.5  37.8  43.2  5.4  27.0  

その他世帯 480  5.6  8.5  16.0  3.3  47.7  42.5  7.1  22.5  

※貧困想定世帯：世帯の人数と世帯の収入から算定される等価可処分所得が122万円未満に該当すると想定
される世帯 

⑧市の子育て施策について 

子育ての環境や支援について、就学前児童保護者、小学生保護者ともに普通が最も多く、

満足している人が約２割、満足していない人が約２割となっています。 

日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人（全体・地区別） 

上段：人数（人） 

下段：割合（％） 

有
効
回
答
者
数 

満
足
度
が
低
い 

や
や
満
足
度
が

低
い 

ふ
つ
う 

や
や
満
足
度
が

高
い 

満
足
度
が
高
い 

無
回
答 

就
学
前
児
童 

全体 
610 48 91 327 112 23 9 

  7.9 14.9 53.6 18.4 3.8 1.5 

地
区
別 

昭和 
128 7 16 68 29 5 3 

  5.5 12.5 53.1 22.7 3.9 2.3 

長浦 
251 14 30 147 43 13 4 

  5.6 12.0 58.6 17.1 5.2 1.6 

根形 
70 8 15 28 17 1 1 

  11.4 21.4 40.0 24.3 1.4 1.4 

平川 
114 12 23 60 17 2 0 

  10.5 20.2 52.6 14.9 1.8 0.0 

その他 
41 4 6 22 6 2 1 

  9.8 14.6 53.7 14.6 4.9 2.4 

小
学
生 

全体 
531 29 75 326 73 20 8 

  5.5 14.1 61.4 13.7 3.8 1.5 

地
区
別 

昭和 
155 5 18 98 27 4 3 

  3.2 11.6 63.2 17.4 2.6 1.9 

長浦 
211 12 31 131 24 9 4 

  5.7 14.7 62.1 11.4 4.3 1.9 

根形 
65 5 13 40 6 1 - 

  7.7 20.0 61.5 9.2 1.5 0.0 

平川 
94 7 13 53 15 5 1 

  7.4 13.8 56.4 16.0 5.3 1.1 

その他 
6 - - 4 1 1 - 

  0.0 0.0 66.7 16.7 16.7 0.0 
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市に期待することとしては、就学前児童保護者では「保育サービスの費用負担軽減や児

童手当など、子育てのための経済的支援の充実」「子どもを事故や犯罪の被害から守るため

の対策の推進」「小児救急医療体制の充実」の割合が高くなっています。 

小学生保護者では「子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策の推進」が最も高く、

この項目は、就学前児童に比べても高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育ての環境や支援について、市に期待すること（就学前児童） 

回答者数 = 610 ％

子育てに関する相談・情報提供
の充実

保護者同士が交流できる場の
充実

家事や子育て等で男女がともに
協力し助け合うことなどの啓発
の推進

子育ての意義・大切さなどの普
及・啓発

保育サービスの費用負担軽減
や児童手当など、子育てのため

の経済的支援の充実

妊娠から出産におよぶ母子保

健サービスの充実

小児救急医療体制の充実

児童虐待防止対策の推進

障がい児に対する教育・保育へ
の配慮・支援

乳児保育、延長保育など多様
なニーズにあった保育サービス

の充実

ひとり親家庭など多様な家庭の

あり方に応じた子育て支援の充
実

子育てボランティアなど地域で
子育てを支える活動の推進

学童期の子どもの放課後対策
の充実

地域で子どもたちが遊んだり、
スポーツしたりする場や機会の

充実

親子で一緒に楽しめるイベント

等

子どもの「生きる力」を育むため

の教育の推進

非行防止などの青少年健全育
成対策の推進

仕事と子育ての両立に配慮した
職場環境整備についての企業
への普及・啓発

道路や施設などのバリアフリー
化の推進

子どもを事故や犯罪の被害か

ら守るための対策の推進

特にない

その他

無回答

14.9

8.0

13.1

3.8

51.6

13.1

40.5

5.4

8.4

19.0

4.9

3.9

29.2

24.8

15.2

9.7

3.1

21.3

10.2

41.0

0.7

3.1

16.6

0 10 20 30 40 50 60

子育ての環境や支援について、市に期待すること（小学生） 

回答者数 = 531 ％

子育てに関する相談・情報提供

の充実

保護者同士が交流できる場の

充実

家事や子育て等で男女がともに

協力し助け合うことなどの啓発

の推進

子育ての意義・大切さなどの普

及・啓発

保育サービスの費用負担軽減

や児童手当など、子育てのため

の経済的支援の充実

妊娠から出産におよぶ母子保

健サービスの充実

小児救急医療体制の充実

児童虐待防止対策の推進

障がい児に対する教育・保育へ

の配慮・支援

乳児保育、延長保育など多様

なニーズにあった保育サービス

の充実

ひとり親家庭など多様な家庭の

あり方に応じた子育て支援の充

実

子育てボランティアなど地域で

子育てを支える活動の推進

学童期の子どもの放課後対策

の充実

地域で子どもたちが遊んだり、

スポーツしたりする場や機会の

充実

親子で一緒に楽しめるイベント

等

子どもの「生きる力」を育むため

の教育の推進

非行防止などの青少年健全育

成対策の推進

仕事と子育ての両立に配慮した

職場環境整備についての企業

への普及・啓発

道路や施設などのバリアフリー

化の推進

子どもを事故や犯罪の被害か

ら守るための対策の推進

特にない

その他

無回答

15.8

4.0

10.5

4.9

45.0

5.6

45.0

4.9

13.9

6.8

14.1

6.0

28.6

32.6

11.7
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7.5
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14.1

53.3

1.9

2.4

4.7
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回答者数 = 531 ％

子育てに関する相談・情報提供

の充実

保護者同士が交流できる場の

充実

家事や子育て等で男女がともに

協力し助け合うことなどの啓発

の推進

子育ての意義・大切さなどの普

及・啓発

保育サービスの費用負担軽減

や児童手当など、子育てのため

の経済的支援の充実

妊娠から出産におよぶ母子保

健サービスの充実

小児救急医療体制の充実

児童虐待防止対策の推進

障がい児に対する教育・保育へ

の配慮・支援

乳児保育、延長保育など多様

なニーズにあった保育サービス

の充実

ひとり親家庭など多様な家庭の

あり方に応じた子育て支援の充

実

子育てボランティアなど地域で

子育てを支える活動の推進

学童期の子どもの放課後対策

の充実

地域で子どもたちが遊んだり、

スポーツしたりする場や機会の

充実

親子で一緒に楽しめるイベント

等

子どもの「生きる力」を育むため

の教育の推進

非行防止などの青少年健全育

成対策の推進

仕事と子育ての両立に配慮した

職場環境整備についての企業

への普及・啓発

道路や施設などのバリアフリー

化の推進

子どもを事故や犯罪の被害か

ら守るための対策の推進

特にない

その他

無回答
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回答者数 = 531 ％

子育てに関する相談・情報提供

の充実

保護者同士が交流できる場の

充実

家事や子育て等で男女がともに

協力し助け合うことなどの啓発

の推進

子育ての意義・大切さなどの普

及・啓発

保育サービスの費用負担軽減

や児童手当など、子育てのため

の経済的支援の充実

妊娠から出産におよぶ母子保

健サービスの充実

小児救急医療体制の充実

児童虐待防止対策の推進

障がい児に対する教育・保育へ

の配慮・支援

乳児保育、延長保育など多様

なニーズにあった保育サービス

の充実

ひとり親家庭など多様な家庭の

あり方に応じた子育て支援の充

実

子育てボランティアなど地域で

子育てを支える活動の推進

学童期の子どもの放課後対策

の充実

地域で子どもたちが遊んだり、

スポーツしたりする場や機会の

充実

親子で一緒に楽しめるイベント

等

子どもの「生きる力」を育むため

の教育の推進

非行防止などの青少年健全育

成対策の推進

仕事と子育ての両立に配慮した

職場環境整備についての企業

への普及・啓発

道路や施設などのバリアフリー

化の推進

子どもを事故や犯罪の被害か

ら守るための対策の推進

特にない

その他

無回答
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（３）ニーズ調査結果からみた課題 

①子育ての孤立感や負担感解消のための支援体制の充実 

子どもをみてもらえる親族・知人について、多くの保護者は、日常的に、あるいは緊急

時・用事の際に親族にみてもらえる状況にありますが、子どもをみてもらえる親族・知人

がいない保護者も１割ほど見られます。こうした家庭が、子育てに対して孤立感や負担感

が深まらないよう、相談体制や一時的な預かりなどの支援体制を整備していくことが求め

られます。また、転入者に向けた相談窓口の周知方法を検討するなど、相談窓口を知って

もらうような取組みも必要です。 

 

②母親の就労状況の変化をとらえた保育・教育ニーズへの対応 

就労している母親が増加しており、また、就労していない母親においても今後の就労を

希望する人が多くなっているなど、母親の就労意向は高まっています。それに伴い、保育

ニーズが高まっており、特に低年齢児における保育で顕著に表れています。 

待機児童を解消する取組みを継続するとともに、地域ごとの子どもの数の動向も見据え

て、保育・教育ニーズの変化に対応していくことが必要です。 

また、放課後児童クラブの利用を希望する割合も増加しており、子どもの放課後等の居

場所において、放課後児童クラブや放課後子ども教室などの運営の在り方の検討も含め、

子どもの安全・安心な居場所を確保していくことが必要です。 

 

③様々な子育て支援策の充実 

市に期待する取組みとしては、子育てのための経済的支援の充実や小児救急医療体制の

充実の他、子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策の推進も高くなっており、小学

生保護者ではより顕著になっています。経済的負担軽減のための取組みを引き続き進める

とともに、子どもにとって安全・安心なまちづくりを進めていくことが求められます。 

また、子どもの貧困が今日的な課題となるなか、世帯の収入からみる貧困想定世帯にお

いては、「子ども食堂」「フードバンクによる食料支援」「子どもの学習支援」などに対する

ニーズが高く、子どもの成長を支えるために様々な支援策を検討していくことが求められ

ます。こうした、多様化・複雑化する子育て・子育ちを取り巻く問題に対して、妊娠期か

ら子育て期間まで切れ目のない支援を行い、各地域においてきめ細かい対応ができるよう、

体制の充実を図っていくことが必要です。 

 

 

 



 

- 43 - 

５ 子育て応援プランの進捗状況と今後の課題 

（１）次世代育成支援・子育て支援施策の進捗状況 

平成27年度からの「次世代育成支援行動計画」については、「袖ケ浦市子育て応援プラン」

として「子ども・子育て支援事業計画」と一体的に策定し、推進しています。 

施策・事業の進捗状況については、毎年度、担当課による個別事業の点検・評価を行い、

その結果を公表しており、平成27年度末から平成30年度末にかけての評価結果は次のとお

りです。平成30年度末の評価は、全101事業のうち、「Ａ：計画を上回って進んだ」は10事

業（9.9％）、「Ｂ：計画どおり進んだ」は85事業（84.2％）、「Ｃ：おおむね計画どおり進ん

だ」は６事業（5.9％）となっており、ほぼ計画どおり施策に取り組んでいる状況です。 

施策・事業の進捗状況評価結果 

 

事業数 事業数 事業数 事業数

Ⅰ 地域における子育ての支援 A評価 1 (2.9%) 3 (8.6%) 6 (17.1%) 8 (22.9%)

B評価 33 (94.3%) 31 (88.6%) 27 (77.1%) 26 (74.3%)

C評価 1 (2.9%) 1 (2.9%) 2 (5.7%) 1 (2.9%)

D評価 - - - -

Ⅱ 母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 A評価 - - - -

B評価 12 (92.3%) 14 (93.3%) 14 (93.3%) 13 (86.7%)

C評価 1 (7.7%) 1 (6.7%) 1 (6.7%) 2 (13.3%)

D評価 - - - -

Ⅲ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 A評価 1 (7.1%) - - 1 (7.1%)

B評価 13 (92.9%) 14 (100.0%) 14 (100.0%) 13 (92.9%)

C評価 - - - -

D評価 - - - -

Ⅳ 子育てを支援する生活環境の整備 A評価 - - - -

B評価 3 (75.0%) 3 (75.0%) 3 (75.0%) 3 (75.0%)

C評価 1 (25.0%) 1 (25.0%) 1 (25.0%) 1 (25.0%)

D評価 - - - -

Ⅴ 職業生活と家庭生活との両立の支援 A評価 - - - -

B評価 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%)

C評価 2 (66.7%) 2 (66.7%) 2 (66.7%) 2 (66.7%)

D評価 - - - -

Ⅵ 子どもの安全の確保 A評価 - - - -

B評価 10 (90.9%) 10 (90.9%) 10 (90.9%) 11 (100.0%)

C評価 1 (9.1%) 1 (9.1%) 1 (9.1%) -

D評価 - - - -

Ⅶ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 A評価 - - 1 (5.3%) 1 (5.3%)

B評価 19 (100.0%) 19 (100.0%) 18 (94.7%) 18 (94.7%)

C評価 - - - -

D評価 - - - -

A評価 2 (2.0%) 3 (3.0%) 7 (6.9%) 10 (9.9%)

B評価 91 (91.9%) 92 (91.1%) 87 (86.1%) 85 (84.2%)

C評価 6 (6.1%) 6 (5.9%) 7 (6.9%) 6 (5.9%)

D評価 - - - -

（注）基本目標間で重複する事業は除く。

＜評価基準：４段階＞

Ａ評価：計画を上回って進んだ

B評価：計画どおり進んでいる
C評価：おおむね計画どおり進んでいる
D評価：計画どおり進んでいない

基本目標　－　施策
個別事業
評価区分

平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価

評価 評価 評価 評価

平成30年度末評価

１　地域における子育て支援サービスの充実
２　保育サービスの充実
３　子育て支援ネットワークづくり
４　子どもの健全育成

13 15 15 15

35 35 35 35

１　切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実
２　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実
３　食育等の推進
４　子どもの健やかな成長を見守る地域づくり

14 14 14 14
１　次代の親の育成
２　子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備
３　家庭や地域の教育力の向上
４　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

4 4 4 4
１　安全な道路交通環境の整備
２　安心して外出できる環境の整備

3 3 3 3
１　仕事と生活の調和を実現するための働き方の見直し等
２　仕事と子育ての両立の推進

11 11 11 11１　子どもの交通安全を確保するための活動の推進
２　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
３　被害にあった子どもの支援の推進

19 19 19 19１　児童虐待防止対策の充実
２　母子家庭等の自立支援の推進
３　障がい児施策の充実

計画全体 99 101 101 101
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（２）重点事業の取組み 

施策・事業の推進にあたっては、地域の実情を踏まえ、喫緊に推進を目指すべき７つの

重点事業を定め、積極的に事業推進を図ってきました。 

①地域の実情に応じた教育・保育サービスの提供と保育所（園）待機児童の解消 

昭和地区や長浦地区では人口が増加している一方、他の地区では全体的な人口の減少が

みられるなど、地域ごとに状況が異なることを踏まえ、各地域のニーズに応じた教育・保

育サービスの提供体制の整備を推進するとともに、保育所（園）待機児童の解消を図るた

め、事業者による保育園、認定こども園等の施設整備及び地域型保育事業の整備を推進し

ました。 

主な事業の実施状況 

事業名 目標 主な取組み内容 

待機児童解消のため

の保育所等の整備 

１箇所

整備 

○私立大空保育園開設 定員 120 人 （平成 27 年４月） 

○公立根形保育所定員変更 定員 90 人 → 120 人 

○私立白ゆり保育園定員変更 定員 120 人 → 150 人 

○私立みどりの丘保育園開設 定員 90 人（平成 29 年 12 月） 

○私立幼保連携型認定こども園まりん開設（平成 30 年４月） 

定員 240 人（うち幼児教育のみ 90 人、保育部分 150 人） 

待機児童解消のため

の地域型保育事業の

推進 

２箇所

整備 

○小規模保育事業私立みどりの風保育園開設（平成 28 年１月）定員 19 人 

○事業所内保育事業 私立キッズガーデンひまわり開設（平成 30 年４月） 

定員 70 人（うち従業員枠 50 人、地域枠 20 人） 

○私立小規模保育事業所２箇所開設（令和元年９月） 定員各 19 人 

 

②認定こども園化の推進 

人口の増減など地域の実情を勘案しつつ、多様な市民ニーズに対応するため、施設の認

定こども園化を推進し、教育・保育サービスの提供体制の整備に努めました。 

主な事業の実施状況 

事業名 目標 主な取組み内容 

認定こども園化の推進 推進 ○私立認定こども園１箇所開設（平成 30 年４月） 
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③放課後児童クラブの適正化 

市内全小学校区での放課後児童クラブの運営及び助成を行っています。また、各放課後

児童クラブにおける利用状況を勘案し、蔵波小学校区の放課後児童クラブの適正規模化に

よる環境改善を図りました。 

主な事業の実施状況 

事業名 目標 主な取組み内容 

放課後児童クラブの環境

改善 

１箇所

改善 

○民設の放課後児童クラブ１箇所開設（平成 28 年４月） 

○学校敷地内に公設の放課後児童クラブ１箇所を開設（平成 29 年 10 月） 

○民設の放課後児童クラブ１箇所開設（平成 31 年４月） 

○学校敷地内に公設の放課後児童クラブ２箇所開設（平成 31 年４月） 

 

④子ども・子育て家庭の交流の場、協働の場の充実 

就学前の親子の交流の場として、また、市内の子育て関係団体等が、地域の中で積極的

に子育て支援に関わっていけるような市民協働の地域拠点として、地域子育て支援拠点施

設の機能強化に取り組むとともに、市内の子育て支援センターの充実・連携を図りました。 

主な事業の実施状況 

事業名 目標 主な取組み内容 

地域子育て支援拠点事業 
平川地区 

１箇所設置 

○公立４箇所で新たになかよし広場を開始（平成 29 年度） 

○私立２箇所で新たに子育て支援センターを開始（平成 30 年度） 

 

⑤子育て情報提供の充実と相談機能強化 

「子ども」「子育て」をテーマとしたポータルサイト「はっぴー．ネット」を開設してお

り、子育てに関係する各種情報の提供や、市内子育て団体による各種イベントやサービス

等の情報を各団体が発信しています。 

また、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する不安の解消を図ると

ともに、教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、相談機能の強

化を図りました。 
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主な事業の実施状況 

事業名 目標 主な取組み内容 

子育て世代包括支援事業 新規 
○子育て世代総合サポートセンターを開設（平成 29 年４月） 

○専門職員による相談支援を開始 

 

⑥子育て支援ネットワークの推進 

子育て関係の担当部署や子育て関係施設、子育て関係ＮＰＯ・ボランティア等が、子育

て環境をめぐる現状を把握し、問題解決に向けて検討する「子育て支援ネットワーク会議」

を定期的に開催し、子育て環境推進のために連携して取り組んでいます。 

主な事業の実施状況 

事業名 目標 主な取組み内容 

地域子育て支援ネットワークの

推進 
継続 

○子育て支援ネットワーク会議の開催 

○保育所や子育て支援センター等の訪問による連携の強化 

 

⑦家庭・地域の教育力の向上 

学校、家庭、地域住民等がそれぞれの役割と責任を自覚し、地域全体で教育に取り組む

体制をつくるため、地域の教育力の向上を図るとともに、家庭を基礎とした地域・学校と

の円滑な支援のための連携強化に取り組んでいます。 

主な事業の実施状況 

事業名 目標 主な取組み内容 

学校教育と関係機関の連携強化 継続 
○スクールカウンセラーの配置、各種相談機関と連携した相談活動の

実施 

子どもを育む学校・家庭・地域連携

事業 
継続 

○学校支援ボランティアの周知 

○地域行事等における「子育ての提言」チラシの配布 
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（３）基本目標別成果指標と今後の課題 

本市では、利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な子育て支援施策の取組みを検討して

いくため、個別事業レベルの進捗状況（アウトプット）に加え、平成24年度から年１回の

ペースで「子育てアンケート」を実施し、個別事業を束ねた施策レベル、計画レベルの成

果指標（アウトカム）を経年的に測定しています。 

平成28年度から令和元年度における調査は、小学校在学生までの保護者1,100人を対象に、

郵送配布・郵送回収にて実施しており、以下にその主な結果についてまとめます。 

 

子育てアンケート調査の調査票回収結果 

実施年度 調査時期 回収数 

平成 28 年度 平成 28 年７月１日～22 日 481 人（回収率：43.7％） 

平成 29 年度 平成 29 年６月１日～23 日 566 人（回収率：51.5％） 

平成 30 年度 平成 30 年６月１日～22 日 575 人（回収率：52.3％） 

令和元年度 令和元年５月 20 日～６月７日 527 人（回収率：47.9％） 
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■ 基本目標Ⅰ「地域における子育ての支援」（35事業） 

①計画期間中の主な取組みと成果指標 

地域における子育てを支援するため、重点事業として掲げた取組みのほか、一時預かり、

延長保育、病児保育、病後児保育といった教育・保育サービスや保育料の軽減、子ども医

療費の助成、ファミリー・サポート・センター、子育てポータルサイトなど、子育て支援

に関わる事業を計画的に実施してきました。 

成果指標について、「子育てに関して楽しいと感じる割合」は、多少の増減はあるものの、

おおむね横ばいとなっています。 

「子育てに関して身近で気軽に相談できる人がいる割合」は、おおむね横ばいで推移し

てきましたが、令和元年度は減少がみられます。 

「学校等以外で子どもが交流できる場を持てていると感じる割合」は52.6％となってお

り、平成28年度以降は減少傾向で推移してます。 

 

基本目標Ⅰに係る成果指標の経年変化 

成果指標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

子育てに関して楽しいと感じる割合 62.2% 65.2% 63.8% 66.0% 

子育てに関して身近で気軽に相談できる人がいる割合 94.0% 94.3% 93.4% 90.7% 

学校等以外で子どもが交流できる場を持てていると感じる割合 57.2% 55.0% 54.4% 52.6% 

 

②今後の課題・方向性 

教育・保育給付の拡充に努めているものの、例年、希望する教育・保育施設に入所でき

ない入所待ち児童が発生しています。 

また、ニーズ調査の結果から、就労意向をもつ母親が増加し、教育・保育給付をはじめ

とした多様なニーズがあることから、教育・保育サービスの充実にあたっては、教育・保

育の量的拡充と、延長保育、休日保育、病児・病後児保育事業等の更なる充実を図り、保

護者の育児負担の軽減を図っていく必要があります。 

さらに、「学校等以外で子どもが交流できる場を持てていると感じる割合」が減少傾向で

推移していることから、子ども同士の交流の場、他世代との交流の場の確保を図っていく

必要があります。 
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■ 基本目標Ⅱ「母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進」（15事業） 

①計画期間中の主な取組みと成果指標 

母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進のため、妊婦健康診査助成、育児支援のため

の相談、幼児期にあわせた生活習慣の指導を実施しており、平成29年４月からは産前産後

ヘルパー派遣事業、離乳食と歯の相談会（月１回）を、平成30年５月からは産後ケア事業

を開始するなど、取組みの充実を図ってきました。 

成果指標について、「子どもを産み育てやすいと感じる割合」は、年度ごとに増減はある

ものの、70％前後で推移しています。 

「子どもが健康的な食生活を身に付けていると感じる割合」は増加傾向で推移しており、

令和元年度は減少に転じたものの、平成28年度の水準を上回る75.5％となっています。 

 

基本目標Ⅱに係る成果指標の経年変化 

成果指標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

子どもを産み育てやすいと感じる割合 72.0% 67.5% 71.7% 68.3% 

子どもが健康的な食生活を身に付けていると感じる割合 74.9% 76.3% 78.4% 75.5% 

 

②今後の課題・方向性 

健康診査におけるむし歯のある者の推移や成果指標の結果からも取組みの成果が表れて

います。今後も引き続き、妊産婦、乳幼児に関する切れ目のない支援体制の充実と母子保

健サービスの充実に取り組み、「子どもを産み育てやすいと感じる割合」等の向上を図りま

す。 
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■ 基本目標Ⅲ「子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備」（14事業） 

①計画期間中の主な取組みと成果指標 

きめ細かな指導のための基礎学力向上支援教員や特別支援教員の配置、外国語指導助手

を活用した国際理解教育の推進、教育相談活動充実のためのスクールカウンセラーや心の

相談員の配置、高度情報通信社会に対応するための情報教育の推進、学校司書の配置など

による学校図書館の機能の向上と調べ学習への取組みなどを通じ、教育環境の整備を進め

てきました。 

成果指標について、「子どもが主体的に生きていくための力を育む教育環境があると感じ

る割合」は、若干ではあるものの、減少傾向で推移していましたが、令和元年度には平成

28年度並みの水準に回復しています。 

「子どもが自然・社会・文化体験をしやすい環境だと感じる割合」は平成29年度に増加

し、令和元年度も66.5％と平成28年度を上回っています。 

 

基本目標Ⅲに係る成果指標の経年変化 

成果指標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

子どもが主体的に生きていくための力を育む教育環境があると

感じる割合 
68.8% 68.5% 67.7% 69.0% 

子どもが自然・社会・文化体験をしやすい環境だと感じる割合 61.9% 67.1% 66.3% 66.5% 

 

②今後の課題・方向性 

学校を取り巻く環境や保護者からの学校に対するニーズは絶えず変化しています。 

これらに対応していくため、引き続き教育環境の整備に努めていくとともに、家庭を基

礎としつつ、地域全体で教育力の向上を図るための体制構築に取り組んでいく必要があり

ます。 
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■ 基本目標Ⅳ「子育てを支援する生活環境の整備」（４事業） 

①計画期間中の主な取組みと成果指標 

安心して子育てをする環境づくりとして、道路や公園の整備のほか、「市交通バリアフ

リー基本構想」に基づき、重点整備地区として位置づけた長浦駅周辺地区及び袖ケ浦駅周

辺地区のバリアフリー整備を推進してきました。 

成果指標について、「道路・公園・交通機関等が安全で使いやすいと感じる割合」は、増

加傾向にあり、令和元年度には53.4％と過半数を超えています。 
 

基本目標Ⅳに係る成果指標の経年変化 

成果指標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

道路・公園・交通機関等が安全で使いやすいと感じる割合 45.3% 49.7% 49.1% 53.4% 

 

②今後の課題・方向性 

成果指標の結果からも取組みの成果が表れており、今後も引き続き子育て世帯が安心し

て子育てをできる生活環境の整備を推進していきます。 
 

■ 基本目標Ⅴ「職業生活と家庭生活との両立の支援」（３事業） 

①計画期間中の主な取組みと成果指標 

計画期間中は、男女共同参画セミナーの開催や県等が作成するパンフレットの配布等を

通じて仕事と生活の調和実現のための啓発活動を実施してきました。 

成果指標について、「仕事と生活の両立が図られていると感じる割合」は、多少の増減は

あるものの、おおむね横ばいとなっています。 
 

基本目標Ⅴに係る成果指標の経年変化 

成果指標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

仕事と生活の両立が図られていると感じる割合 62.8% 65.6% 62.6% 65.5% 

②今後の課題・方向性 

共働き世帯の増加や就労意向をもつ母親が増加している状況から、働きながら子育てを

する世帯のニーズに、いかに対応するかが益々重要となります。このため、企業等におい

て、子育てをする人が気兼ねなく育児休業等を取得できるよう、制度利用の周知や職場の

理解を図っていく必要性があります。 

また、ニーズ調査結果をみると育児休業からの職場復帰については、現状では希望の時

期に復帰できない人も見られることから、低年齢児の保育受入体制の整備とともに、ワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進を図っていく必要があります。 
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■ 基本目標Ⅵ「子どもの安全の確保」（11事業） 

①計画期間中の主な取組みと成果指標 

子どもの交通安全を確保するため、交通安全教室などを実施してきました。 

また、ボランティア等によるパトロール活動や子ども１１０番連絡所の設置等、児童の

見守りや地域の防犯に努めてきました。 

成果指標について、「地域における防犯活動が活発であると感じる割合」は、減少傾向で

推移しています。 

「子どもに係る事故や犯罪が少なくなったと感じる割合」は、令和元年度に34.7％と増

加したものの、30％台と低水準で推移しています。 

 

基本目標Ⅵに係る成果指標の経年変化 

成果指標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

地域における防犯活動が活発であると感じる割合 45.7% 45.4% 41.9% 43.1% 

子どもに係る事故や犯罪が少なくなったと感じる割合 31.0% 30.7% 31.9% 34.7% 

 

②今後の課題・方向性 

子どもの関係する交通事故は少ないものの、県内では自転車の関係する事故が全体の２

割となっているほか、ニュースなどからも、子どもが巻き込まれる事故や犯罪がみられま

す。子育てアンケートでも「子どもに係る事故や犯罪が少なくなったと感じる割合」は低

い状況が続いているほか、ニーズ調査でも「子どもを事故や犯罪の被害から守るための対

策の推進」は上位にあげられているなど、保護者のニーズも高くなっており、より一層子

どもの安全を確保するための施策を推進していく必要があります。 
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■ 基本目標Ⅶ「要支援児童への対応などきめ細かな取組みの推進」（19事業） 

①計画期間中の主な取組みと成果指標 

要保護児童対策地域協議会、実務者・個別支援会議等を開催し、要保護・要支援児童に

対する個別の対応や児童の虐待防止、早期発見・早期対応等に取り組んできました。 

成果指標について、「児童の虐待の防止など子どもを地域全体で見守る取組みが進んでい

ると感じる割合」は、平成28年度を上回り30％台となっているものの、依然として低水準

で推移しています。 

 

基本目標Ⅶに係る成果指標の経年変化 

成果指標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

児童の虐待の防止など子どもを地域全体で見守る取組みが進

んでいると感じる割合 
29.1% 32.4% 31.6% 31.1% 

 

②今後の課題・方向性 

児童虐待を防止するためには、地域全体で子どもを守る支援体制を整備し、発生予防か

ら保護・支援までのあらゆる段階において、関係機関が相互に情報を共有し、取り組むこ

とが極めて重要です。今後も引き続き、要保護・要支援児童に対する対応の充実を図って

いく必要があります。 

また、障がい児福祉計画に基づき、障がいに対応して年齢の節目ごとに切れ目なく自立

生活を支援する体制の充実を図っていく必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

 

本市では、次世代育成支援対策推進法に基づき、次代を担う子どもが健やかに生まれ育

つ環境の整備に取り組むため、平成17年度に、次世代育成支援行動計画を策定しました。

この計画においては、市が実施している施策や事業について、毎年推進状況を検証し、そ

の結果を翌年以降の実施に反映させる動き（ＰＤＣＡサイクル）を行ってきました。 

また、子ども・子育て支援法により策定が義務づけられた「子ども・子育て支援事業計

画」についても、次世代育成支援行動計画の評価と、今後の少子化と育児ニーズの増加・

多様化という２つの要素を見定めながら、これまで連綿と取り組んできた子ども・子育て

分野の事業拡充を図ってきました。 

一方で、望ましい子育て環境は、単に保育サービスや子育て支援メニューを充実したり、

子育て家庭への経済的支援を行うだけで実現できるものではありません。「家庭」「地域」

「行政」が少子高齢社会の現状と課題について正しく認識した上で、それぞれの責任と立

場で、子どもを取り巻く環境について考え、安全・安心な子育て環境の推進に取り組むこ

とが必要です。 

こうした考え方に基づき、本計画の基本理念については、「子どもの笑顔がかがやき、安

心して子育てできるまち」としました。 

「家庭」「地域」「行政」の三者が協働し、市民と行政が一体となり、地域全体で子ども

や子育て家庭への理解を深めて支援し、子育てをめぐる様々な課題解決に取り組むととも

に、これまでの取組みを発展させることによって、子どもの健やかな育ちとすべての家庭

が喜びや生きがいを感じながら、安全で安心して子育てができるまちを目指します。 

 

子どもの笑顔がかがやき、安心して子育てできるまち 
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２ 計画推進のための基本的視点 

本市では、基本理念の実現に向け、様々な視点から市の子ども・子育て事業分野におけ

る施策の推進を図ってきました。本計画においても基本理念の実現を目指すため、次の基

本的視点に立ち、理念の実現に努めるものとします。 

 

  

子どもの乳児期、幼児期、学童期といった発達段階に応じた育ちの状況や一人ひとりの

個性を踏まえ、個々の発達段階に合わせた適切で質の高い子育て支援サービスを確保し、

すべての子どもが健やかに成長できる社会、子どもの最善の利益が実現される社会を目指

します。 

また、障がい、疾病、虐待、貧困、家族の状況など、社会的支援の必要性が高い子ども

や家庭を支えることが必要です。そのためには、社会的支援の必要な子どもや家庭を確実

に把握し、自立支援の観点も踏まえた適切な支援に結びつける、子どもの健やかな育ちを

等しく保障する社会を目指します。 

 

  

近年、核家族化の進展、共働き家庭の増加、地域のつながりの希薄化など、子育てをめ

ぐる地域や家庭の状況が変化している中、子育てに関わるライフステージの各場面におい

て様々な支援が求められています。誰もが安心して子どもを産み育てることができるよう、

妊娠・出産期から切れ目のない子育て支援を行い、親の子育てに対する負担や不安、孤立

感を和らげることを通じて、自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親

として成長し、子育てや子どもの成長による喜びや生きがいを感じることができる社会を

目指します。 

 

  

保護者が、子育てについて責任を有していることを前提としつつ、市が子ども・子育て

支援を量・質ともに充実させるとともに、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆ

る分野におけるすべての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心を深め、そ

れぞれの役割を果たすことができる社会を目指します。 

また、育児休業及び短時間勤務の取得など、子育て支援に係る職場環境づくりを促進し、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を図ることができる社会を目指します。 

すべての子どもを支える視点 

妊娠・出産・子育てに関わる切れ目のない支援の視点 

地域全体で支える視点 
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３ 基本目標と施策体系 

基本的視点のもと、基本理念に掲げるまちの実現に向け、次の基本目標により、計画を

推進します。 

施策体系については、計画の基本目標を実現するために、これまでの施策・事業の取組

みや市民ニーズ等を踏まえ、施策の追加や強化（事業の充実）を行うことで、計画を推進

し、指標等の改善につなげていきます。 

 

基本目標Ⅰ「地域における子育て支援の充実」 

すべての子育て家庭が安心して子育てができるように、地域における子育て支援サービ

スの充実を図るとともに、子育てを地域で支える環境づくりに向けた関係機関との連携を

強化し、地域ぐるみで子育てを支えるネットワークづくりを推進します。 

また、幼児教育・保育の無償化と併せて、必要な助成を行うことにより、子育て世帯の

経済的負担の軽減を図ります。 

 

基本目標Ⅱ「母性及び乳幼児等の健康づくりの推進」 

安心して妊娠・出産・子育てができ、子どもが心身ともに健やかに成長できるよう、保

健・医療、福祉及び教育の各分野の連携を図りつつ、母子保健の充実及び親や家庭の健康

づくり支援、子どもの急病等に対応できる医療体制の構築を目指します。 

また、思春期特有の体や心の問題について正しい知識の啓発・指導、未成年者の喫煙、

飲酒、薬物乱用の防止対策等を実施していくとともに、食を通じた豊かな人間性の形成、

家族関係づくりによる心身の健全育成を図ります。 

 

基本目標Ⅲ「子どもが健やかに育つ教育環境の整備」 

次代の担い手である子どもたちが、その成長とともに豊かな心と体を育んでいくために、

様々な学習の機会や日常の遊び、自然体験・社会体験などの体験をする中、様々な人々と

交わり・ふれあうことで、自ら学び、考え、行動できるように、「生きる力」を育む教育環

境の充実に取り組みます。 

また、子育てを行っている親とともに、これから親になっていく若い世代が、家族や家

庭の大切さ、子どもを産み育てることの意義を理解できる環境づくりを進め、家庭や地域

の教育力の向上を目指した取組みの推進を図ります。 
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基本目標Ⅳ「子育てを支援する生活環境の整備」 

地域において安心して子育てができるよう、安全な道路交通環境の整備を進めるととも

に、子どもや子育て家庭が身近な場所で安心して遊ぶことのできる場所づくりや安心して

外出できる生活環境の整備を進めます。 

 

基本目標Ⅴ「仕事と家庭の両立の推進」 

男女がともに仕事と子育てを両立できるように、ワーク･ライフ・バランス（仕事と生活

の調和）の促進に向けて、事業主や地域住民への広報・啓発の推進に取り組みます。 

また、仕事と子育ての両立を応援するために、多様な働き方に対応した保育サービス基

盤の充実を図ります。 

 

基本目標Ⅵ「子どもの安全の確保」 

すべての子どもが地域で安全で安心して暮らせるよう、地域住民との協働のもとで、子

どもを交通事故や犯罪から守り、健やかに育つことのできるような安全・安心な環境づく

りを進めます。 

 

基本目標Ⅶ「配慮を必要とする子ども・子育て家庭への支援体制の整備」 

子どもが幸せに育つ権利を脅かす児童虐待やいじめなどの問題に対して、早期に発見し

適切な対応がとれるように、様々な関係機関との連携を強化し、相談体制の充実を図りま

す。 

また、ひとり親家庭などの自立支援の推進、障害のある子どもと家庭への支援、生活困

窮世帯の子どもに対する支援など、子どもの健全な育成が保障される支援体制の充実に努

めます。 
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計画の施策体系 

 

 

≪基本理念≫ ≪基本目標≫ ≪基 本 施 策≫

　Ⅶ　配慮を必要とする子ども・子育て
　　　 家庭への支援体制の整備

 １　児童虐待防止対策の充実

 ２　ひとり親家庭等の自立支援の推進

 ３　障がい児施策の充実

 ４　経済的に困難な子どもの支援

　Ⅴ　仕事と家庭の両立の推進
 １　仕事と生活の調和を実現するための働き方の見直し等

 ２　仕事と子育ての両立のためのサービス基盤の整備

　Ⅵ　子どもの安全の確保

 １　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

 ２　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

 ３　被害にあった子どもの支援の推進

　Ⅲ　子どもが健やかに育つ教育環境
　　　 の整備

 １　未来の親の育成

 ２　子どもの生きる力を育てる学校の教育環境等の整備

 ３　家庭や地域の教育力の向上

 ４　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

　Ⅳ　子育てを支援する生活環境の
　　　 整備

 １　安全な道路交通環境の整備

 ２　生活・居住環境の整備

 １　地域における子育て支援サービスの充実

子
ど
も
の
笑
顔
が
か
が
や
き

、
安
心
し
て
子
育
て
で
き
る
ま
ち

　Ⅰ　地域における子育て支援の充実

 ２　保育サービスの充実

 ３　子どもの健全育成環境の充実

 ４　子育て支援ネットワークづくりと人材の活用

 ５　子育てに係る経済的負担の軽減

　Ⅱ　母性及び乳幼児等の健康づくり
　　　 の推進

１　切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実

 ２　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

 ３　食育等の推進

 ４　子どもの健やかな成長を見守る地域づくり
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第４章 施策の展開 
 

第３章で定めた施策体系に基づき、基本目標ごとに目指す方向性や必要な取組みを定め

ます。 

また、基本施策ごとに取り組む具体的事業を掲載します。 
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第５章 教育・保育の内容と供給体制 
 

１ 教育・保育提供区域の設定 

教育・保育提供区域については、子ども・子育て支援法第61条第２項に「市町村が、地

理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備

の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域」とされています。 

区域は、地理的条件や人口、交通機関・道路などの社会的条件、教育・保育施設の立地

状況や利用実態、今後の利用希望、幼児期の教育と小学校教育との連携・接続などを総合

的に勘案して定める必要があり、前期計画である「袖ケ浦市子育て応援プラン」において

は、昭和・長浦・根形・平川の４地区を設定しています。 

一方で、教育・保育施設の整備計画は、子ども・子育て支援事業計画における「量の見

込み」及び「確保方策」に基づいて設定されます。提供区域を細分化した場合、供給が需

要を上回った区域では、新たな施設を認可・認定しないことができますが、実際には、駅

前など交通の便が良い地域では、他の地区から入所を希望するケースがあります。 

本計画では、今後の人口動態の変化や、より柔軟な施設整備に対応するため、市内全域

を一体とした提供区域を設定することで、今後の保育需要の増大に迅速かつ柔軟に対応す

ることを目指します。 

 

 

袖ケ浦市の教育・保育提供区域 

【小学校区】    ➜   【前計画（４地区）】  ➜   【本計画（１地区）】 

昭 和小学校区  
昭和地区 

 

袖ケ浦市 

奈良輪小学校区   

蔵 波小学校区  
長浦地区 

 

長 浦小学校区   

根 形小学校区  根形地区  

平 岡小学校区  
平川地区 

 

中 川小学校区   
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２ 子ども・子育て支援事業計画に定めるサービス 

国が示す基本指針に即し、本計画において「量の見込み」及び提供体制の「確保の内容」

「実施時期」を定めるべき事業は以下の項目です。 

 

対象事業 ニーズ量算出 市で該当する事業 

■教育・保育 

教育標準時間認定 １号認定 ○ 幼稚園、認定こども園 

保育認定① 
２号認定 

○ 幼稚園、認定こども園 

保育認定② ○ 保育所（園）、認定こども園 

保育認定③ ３号認定 ○ 保育所（園）、認定こども園、地域型保育 

■地域子ども・子育て支援事業 

時間外保育事業 ○ 延長保育事業 

放課後児童健全育成事業 ○ 放課後児童クラブ 

子育て短期支援事業 ○ ショートステイ、トワイライトステイ※ 

地域子育て支援拠点事業 ○ 子育て支援センター、なかよし広場・園庭開放 

一時預かり事業 

・幼稚園型 
○ 幼稚園で実施している「預かり保育」 

一時預かり事業 

・その他 
○ 

保育所（園）で実施している「預かり保育」「休日保育」及

び「ファミリー・サポート・センター」のうち５歳以下の利用 

病児保育事業 ○ 
病児保育「ひまわり」「くらげ組」、病後児保育「マミー」

「みどりの丘保育園病後児保育室」 

子育て援助活動支援事業 ○ 「ファミリー・サポート・センター」のうち小学生以上の利用 

利用者支援事業 － 利用者支援事業 

妊婦に対する健康診査 － 妊婦健康診査 

乳幼児家庭全戸訪問事業、 

養育支援訪問事業等 
－ 乳幼児家庭全戸訪問事業 

実費徴収に係る補足給付事業 － （令和元年 10 月より開始予定） 

※ 国の見込みではトワイライトステイは「一時預かり事業 その他」の方で見込むことになりますが、本市では

ショートステイとトワイライトステイを「子育て短期支援事業」して実施しており、本市の実施形態で管理す

るために本事業で見込みます。 
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なお、子ども・子育て支援事業計画は、地域の人口構造や産業構造等の地域特性、教

育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に相当する事業の利用状況、利用希望等を踏ま

えて作成していく必要があります。 

「量の見込み」の算出にあたっては、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現

在の利用状況を把握するとともに、平成30年度に「袖ケ浦市子ども・子育て支援に関する

アンケート調査（ニーズ調査）」を行い、国から示されている「市町村子ども・子育て支援

事業計画における『量の見込み』の算出等のための手引き」に準じて教育・保育及び地域

子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行っています。 

 

 

 

しかし、国が示す方法は、ニーズ調査結果から全国一律に推計値を算出するものである

ことから、市の実情と乖離することもあるため、それらのサービスについては、必要に応

じて利用実績等を勘案するなどの方法を通じて量の確保を行います。 

 

 

 

ニーズ調査 
 

＊結果をもとに 
利用意向率、 
家庭類型等を 
把握、推計 

人口推計 
 

＊計画期間中の 
対象児童数を 
推計 
 

「量の見込み」 
＊「対象児童数」×「利用意向
率」等により算出 

＊「家庭類型」「年齢区分」ご
とに作成 

＊必要に応じて利用実績等を 
勘案 
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３ 教育・保育の量の見込みと提供体制 

子ども・子育て支援法の規定に基づき、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供にあたって、教育・保育提供区域を設定し、教育・保育の量の

見込みと提供体制を定めます。 

 

４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

５ 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 

子ども・子育て支援法の規定に基づき、地域子ども・子育て支援事業の量の見込

みと確保方策を定めます。 

また、教育・保育の一体的提供とその推進に関する体制の確保の内容について記

載します。 
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第６章 計画の推進体制 

１ 計画推進体制の構築 

２ 関係機関との連携強化 

３ 計画の内容と実施状況の公表 

４ 事務･事業評価と事業の見直し 

 

袖ケ浦市子育て応援プラン（次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業

計画）に基づき、子ども・子育ての支援をしていく上で、計画をより実効性のある

ものとするため、計画の推進体制について定めます。 

 

 

 

 



基本目標Ⅰ　地域における子育ての支援の充実

１　地域における子育て支援サービスの充実
★は子ども・子育て支援事業計画

No. 事業名 事業内容 担当課

1-1 ★放課後児童クラブの環境改善
児童数の増加が見込まれる奈良輪小学校区に放課後児童クラブを開設します。平岡小
学校の余裕教室を改修し放課後児童クラブを整備します。

子育て支援課

1-2
子育てポータルサイトの活用・その他子育て
情報の充実

子育て支援ポータルサイトを活用し、子育て情報の閲覧を容易にするとともに、市内子育
て関連団体の情報提供を行います。併せて「すくすく子育てぶっく・すくすく子育てまっぷ」
の配布による紙媒体での情報提供を行います。

子育て支援課

1-3 ★ファミリー・サポート・センター事業
育児援助の希望者（利用会員）と援助希望者（提供会員）が会員となり、地域における育
児の相互援助活動を推進するため、ファミリーサポートセンターの提供会員の増員等、
支援体制の強化に取り組みます。

子育て支援課

1-4 ★病後児保育
病気やけがなどの回復期にあり集団保育が困難な児童であり、様々な事情で保護者が
保育することが困難な場合に、専用スペースで一時的に保育する病後児保育を実施しま
す。

保育課

1-5 ★病児保育
病気やけがなどにより集団保育が困難な児童であり、様々な事情で保護者が保育する
ことが困難な場合に、専用スペースで一時的に保育する病児保育を実施します。

保育課

1-6 ★一時預かり事業等
保護者の急な疾病や冠婚葬祭などの理由で一時的に家庭での保育が困難な場合に、
保育所（園）において保育を行います。

保育課

1-7 ★地域子育て支援拠点事業
出産から育児まで、子育てに関する情報提供や専門職による相談対応・助言を行うとと
もに、各種講座やイベントを開催することで、親子同士が交流を図ることのできる地域子
育て支援センターを設置します。

保育課

1-8
★子育て短期支援事業（ショートステイ、トワ
イライトステイ）

保護者の疾病その他理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難に
なった場合や、配偶者等からの暴力により経済的な理由で一時的に母子を保護する場
合に、児童養護施設において一定期間、養育・保護を行います。

子育て支援課

1-9 ★放課後児童健全育成事業 市内全小学校区で放課後児童クラブを運営します。 子育て支援課

1-10 ★幼稚園における預かり保育
保育を必要とする保護者のニーズに対応するため、通常の教育時間の前・後等に預かり
保育を実施します。

学校教育課

1-11 各種相談
家庭児童相談、母子・父子自立支援相談、保育所（園）巡回相談、利用者支援事業
（★）、教育相談、訪問相談、医療機関と連携した教育相談、就学相談、県立槇の実特別
支援学校教諭巡回相談（幼稚園、保育所）を実施します。

子育て支援課
保育課
学校教育課
総合教育センター

1-12 ★子育て世代包括支援事業
妊娠から出産、子育てまで、すべてのライフステージに関する相談を受け、必要な支援
へとつなぎます。

子育て支援課
健康推進課

1-13 産前産後ヘルパー派遣事業
家族等から十分な家事・育児などの援助が受けられない母親が安心して子育てできるよ
う、産前産後において有償のヘルパー派遣サービスを提供します。

子育て支援課

２　保育サービスの充実
★は子ども・子育て支援事業計画

No. 事業名 事業内容 担当課
1-14 ★待機児童解消のための保育所等の整備 待機児童を解消するため、事業者による施設整備を推進します。 子育て支援課

1-15
★待機児童解消のための地域型保育事業
の推進

待機児童を解消するため、事業者による地域型保育事業を推進します。 子育て支援課

1-16 ★通常保育
就労等の理由により、保護者自らが保育することが困難な場合に、保護者に代わって保
育します。

保育課

1-17 ★延長保育 保護者の多様な就労形態に応えるため、通常の開所時間を超えて保育します。 保育課

1-18 ★障がい児保育
児童の健全な発達を支援するため、障がいを持っているものの、集団で保育することが
可能な児童について保育します。

保育課

1-19 ★市立保育所、市立幼稚園のあり方検討
保護者のニーズや施設の維持管理を踏まえながら、将来を見据えた効率的な施設の運
営方法や再編統合について検討し、その検討結果を踏まえ推進します。

子育て支援課
保育課
学校教育課

1-20 ★私立保育園施設の支援
一時預かり、延長保育、休日保育、病児保育など特別な保育サービスを提供する私立
保育施設を支援します。

保育課

1-21
★保育士等の資質・専門性の向上・保育基
盤の強化

保育協議会を活用した保育士の研修の充実、保育所（園）における専門的な人材の育成
に努めます。

保育課

1-22 入所待ち補助金事業【新規】
保育施設への入所を希望しているものの、入所待ちとなっている児童が、やむを得ず一
時預かりや認可外保育施設を利用する場合に、保護者の経済的負担を軽減します。

保育課

1-23 保育所業務効率化推進事業【新規】
保育業務の効率化と保育士の負担軽減を図るため、保育所へシステムを導入し、更なる
保育の充実に努めます。

保育課

次世代育成支援行動計画 計画事業（案）  ※計画策定のためのたたき台であり、今後修正される可能性があります。 
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３　子どもの健全育成環境の充実
★は子ども・子育て支援事業計画

No. 事業名 事業内容 担当課

1-24 青少年健全育成団体への支援 地域の青少年健全育成団体を支援し、地域全体で子どもを育む活動の推進を図ります。
市民会館
各公民館

1-25 放課後子供教室推進事業
放課後の学校施設を活用し、子どもの安全・安心な活動場所を提供します。異学年活
動、地域住民との世代間交流などを実施し、地域の教育力の向上や心豊かで健やかな
児童の育成を図ります。

生涯学習課

1-26 ★保育所（園）の園庭開放
自宅で保育している親子のため園庭を開放し、地域の子ども同士のふれあいと交流の
場を提供します。

保育課

1-27 子どもの遊び場の適正管理等
市内の子どもの遊び場の適正な維持管理に努め、子どもの遊びの場の確保を行いま
す。

子育て支援課

1-28 地域世代間交流事業 地域における世代間交流活動を実施し、児童と地域の高齢者との交流を図ります。 保育課

1-29 青少年教育推進事業
児童等を対象に自然体験や社会体験などの機会を提供し、心豊かなたくましい子どもを
育成するための講座等を実施します。

市民会館
各公民館

1-30 総合型地域スポーツクラブ活性化事業

スポーツ、レクリエーション等の活動を通して、地域の子どもから高齢者まで共に活動で
きる市内５地区の総合型地域スポーツクラブの活性化を図り、地域住民の交流促進を目
指します。
・５地区の連携を目的とした連絡協議会の運営
・スポーツイベントの実施（スポーツ教室、交流大会、ウォーキングフェスタ）
・クラブマネージャーの育成

体育振興課

1-1
【再掲】

★放課後児童クラブの環境改善
児童数の増加が見込まれる奈良輪小学校区に放課後児童クラブを開設します。平岡小
学校の余裕教室を改修し放課後児童クラブを整備します。

子育て支援課

1-9
【再掲】

★放課後児童健全育成事業 市内全小学校区で放課後児童クラブを運営します。 子育て支援課

４　子育て支援ネットワークづくりと人材の活用
★は子ども・子育て支援事業計画

No. 事業名 事業内容 担当課

1-31 地域子育て支援ネットワークの推進
子育てに係る庁内担当部課、相談機関、保育所、幼稚園、学校、放課後児童クラブ、児
童館等の実施機関、子育てボランティア・ＮＰＯ等との連携強化、相談体制の充実を図り
ます。

子育て支援課
保育課

1-32 青少年育成袖ケ浦市民会議・地区住民会議
青少年育成関係団体で組織する青少年育成袖ケ浦市民会議とその下部組織の地区住
民会議を支援し、学校・家庭・地域が連携して、地域ぐるみの青少年の健全育成を図る
体制作りを推進します。

生涯学習課
市民会館
各公民館

1-33 子どもを育む学校・家庭・地域連携事業
学校、家庭、地域住民等がそれぞれの役割と責任を自覚し、地域全体で教育に取り組
む体制をつくり、地域の教育力の向上を図ります。

学校教育課

1-34 子育て支援ボランティア・ＮＰＯへの支援
地域で子育て支援を行っているボランティア・ＮＰＯへの支援、子育てイベントの共催を実
施します。

子育て支援課
保育課

1-2
【再掲】

子育てポータルサイトの活用・その他子育て
情報の充実

子育て支援ポータルサイトを活用し、子育て情報の閲覧を容易にするとともに、市内子育
て関連団体の情報提供を行います。併せて「すくすく子育てぶっく・すくすく子育てまっぷ」
の配布による紙媒体での情報提供を行います。

子育て支援課

1-3
【再掲】

★ファミリー・サポート・センター事業
育児援助の希望者（利用会員）と援助希望者（提供会員）が会員となり、地域における育
児の相互援助活動を推進するため、ファミリーサポートセンターの提供会員の増員等、
支援体制の強化に取り組みます。

子育て支援課

５　子育てに係る経済的負担の軽減

No. 事業名 事業内容 担当課

1-35 中学生までの子どもの医療費助成
子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、中学生までの医
療費、調剤費等の一部を助成します。

子育て支援課

1-36 幼児教育・保育の無償化【新規】
幼稚園や保育施設などに通う３歳以上の児童の保育料を無償とします。また、３歳未満
で保育を必要とする住民税非課税世帯の児童の利用料についても無償とします。

保育課
学校教育課

2



基本目標Ⅱ　母性及び乳幼児等の健康づくりの推進

１　切れ目ない妊産婦・乳幼児に関する保健対策の充実
★は子ども・子育て支援事業計画

No. 事業名 事業内容 担当課

2-1 ★妊婦・乳児健康診査
安心して妊娠・出産できるよう妊婦一般健康診査受診券を母子手帳交付時に交付すると
ともに、ハイリスク妊婦等への支援を強化します。

健康推進課

2-2 妊産婦・新生児訪問指導
正常な妊娠・出産を迎えるための妊婦の保健指導を実施します。また、産婦及び新生児
の健康や育児支援を行います。

健康推進課

2-3
幼児健康診査（１歳６か月児健康診査・３歳
児健康診査・２歳児歯科健康診査）

幼児期の発達の節目の時期に健康診査を実施し、栄養・歯科指導を含めた育児等の保
健指導を行います。未受診者に対する受診勧奨も積極的に行います。

健康推進課

2-4 母子保健に関する各種相談・教室
安全な妊娠・出産と健全な育児を促すことができるよう、妊娠期から乳幼児期の生活習
慣（保健・歯科・栄養）について、相談や教室で指導を行います。また、発達段階に応じた
事故防止方法について情報提供を行います。

健康推進課

2-5 予防接種事業
感染症を予防するため、接種勧奨を実施するとともに、安心して予防接種が受けられる
ように予防接種に関する情報提供や相談・指導を行います。

健康推進課

2-6 産後ケア事業【新規】
産後４か月までの母親と赤ちゃんを対象に、産後等における心身の不調や育児への不
安の解消のため、乳房ケアや授乳指導、心身のケアなどの支援を実施します。

健康推進課

2-7 巡回歯科保健指導（乳幼児）【新規】
幼児を対象に、口腔衛生に関する正しい知識と理解を促すため、保育園・幼稚園等への
巡回歯科保健指導を実施します。

健康推進課

1-12
【再掲】

★子育て世代包括支援事業
妊娠から出産、子育てまで、すべてのライフステージに関する相談を受け、必要な支援
へとつなぎます。

健康推進課
子育て支援課

２　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

No. 事業名 事業内容 担当課

2-8 性に関する正しい知識の啓発･指導
保健所等関係機関との連携を密にし、望まれぬ妊娠の減少、性感染症予防等、性に関
する正しい知識の啓発・指導を行います。

学校教育課

2-9
未成年者の喫煙、飲酒、薬物乱用の防止対
策等

地域・学校での普及啓発、健康教育、講習会を実施します。 学校教育課

2-10 巡回歯科保健指導（小中学生）【新規】
小学生・中学生を対象に、口腔衛生に関する正しい知識と理解を促すため、小学校・中
学校への巡回歯科保健指導を実施します。

健康推進課

３　食育等の推進

No. 事業名 事業内容 担当課

2-11 乳幼児の生活習慣の確立への支援強化
子どもたちが生涯に渡り、健全な心と身体を培い、豊かな人間性をはぐくんでいけるよ
う、食育基本法を受け、乳幼児期の生活習慣確立に向けた支援を強化します。

健康推進課
保育課
学校教育課

2-12 食生活改善推進事業
食生活改善推進員と連携し、保健センター・公民館等において栄養・食生活に関する相
談や講習会を開催し、望ましい食生活の実践に向けて普及・啓発等を実施します。

健康推進課

2-13 学童・思春期の生活習慣病予防の支援
生活習慣病予防のための検査を小学校４年生・中学校２年生に実施し、必要に応じて健
康相談を実施します。

健康推進課
学校教育課

４　子どもの健やかな成長を見守る地域づくり

No. 事業名 事業内容 担当課

1-31
【再掲】

地域子育て支援ネットワークの推進
子育てに係る庁内担当部課、相談機関、保育所、幼稚園、学校、放課後児童クラブ、児
童館等の実施機関、子育てボランティア・ＮＰＯ等との連携強化、相談体制の充実を図り
ます。

子育て支援課
保育課

次世代育成支援行動計画 計画事業（案）  ※計画策定のためのたたき台であり、今後修正される可能性があります。 
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基本目標Ⅲ　子どもが健やかに育つ教育環境の整備

１　未来の親の育成

No. 事業名 事業内容 担当課

3-1 家庭教育総合推進事業

発達段階に応じた子育てに関する学習機会を提供するため、家庭教育支援に関する総
合的な取組みについて検討し、各公民館実施の家庭教育学級により、家庭教育力の向
上を図ります。家庭教育及び子育てに関する施策の充実と情報の共有を図るため、関係
課が連携した家庭教育推進協議会を開催します。

生涯学習課
市民会館
各公民館

3-2 福祉教育
子どもたちに、思いやりの心と、共に生きる「福祉の心」を育むため、福祉体験学習等の
福祉教育を実施します。

学校教育課

２　子どもの生きる力を育てる学校の教育環境等の整備

No. 事業名 事業内容 担当課

3-3 外国語教育推進事業
外国語指導助手の派遣により、外国語（英語）によるコミュニケーションの機会を児童生
徒に確保します。
ALTコーディネーター派遣による適切な授業支援を行います。

総合教育センター

3-4
情報教育推進事業、ウグイスネット管理事
業

児童生徒の学習の基盤となる情報活用能力の育成を図るため、コンピュータや情報通
信ネットワークなど学校のICT環境整備を行い、教科横断的に学習活動の充実に取り組
みます。また、情報モラルに関する指導を実施します。

学校教育課
総合教育センター

3-5 小中学校基礎学力向上支援教員配置事業
子ども一人ひとりの個性に応じたきめ細かな指導を行う中で基礎学力の向上を図るた
め、市内各小中学校１２校へ教員免許状を持つ市臨時職員を配置し、個人差の大きい
基礎的な計算の技能など個々に対応した支援を行います。

学校教育課

3-6 心の相談事業 生徒の身近な相談相手として、心の相談員を中学校に配置します。 学校教育課
3-7 スクールカウンセラー活用事業 教育相談活動を充実させるため、スクールカウンセラーを配置します。 学校教育課

3-8 学校音楽鑑賞教室の開催
市内小・中学校で演奏会を開催することにより、優れた音楽鑑賞の機会を提供し、音楽
に対する豊かな感性を育み、音楽活動参加への機運を醸成します。

生涯学習課

3-9
読書教育推進事業、学校図書館支援セン
ター運営事業

学校司書を市内各校に配置します。また、学校図書館においては、読書支援センター・
学習情報センターとしての機能の向上を図るとともに、調べ学習への取り組みなど読書
教育の充実に努めます。

学校教育課
総合教育センター

3-10 学校評議員制度推進 地域に開かれた学校推進のため、学校評議員制度を市内全校で実施します。 学校教育課

3-11 小中学校体験活動推進事業
自然の中での困難体験や生活体験を通して、感動する心や協調性、思いやり、自主性・
忍耐力を培い、心豊かでたくましい児童生徒を育成します。

学校教育課

３　家庭や地域の教育力の向上

No. 事業名 事業内容 担当課

3-12 すきすき絵本タイム事業
公民館図書室ですきすき絵本タイムを開催し、赤ちゃんと保護者が絵本を介して親子の
絆を深めるとともに、子どもの心の健やかな発達を支援します。

中央図書館

3-13 ブックスタート事業
保健センターでの４か月児教室または中央図書館にてブックスタートパックの配布を行
い、赤ちゃんと保護者が絵本を介して親子の絆を深めるとともに、子どもの心の健やかな
発達を支援します。

中央図書館

3-14 ねがたオープンキャンパス（ねこまろ）
地域の若者たちが仲間作りをするとともに、公民館登録サークルや地域の方々の協力を
得て、根形小学校の児童を対象とした夏休みの学習相談、体験活動を行うなど、多世代
交流を図ります。

根形公民館

1-33
【再掲】

子どもを育む学校・家庭・地域連携事業
学校、家庭、地域住民等がそれぞれの役割と責任を自覚し、地域全体で教育に取り組
む体制をつくり、地域の教育力の向上を図ります。

学校教育課

3-1
【再掲】

家庭教育総合推進事業

発達段階に応じた子育てに関する学習機会を提供するため、家庭教育支援に関する総
合的な取組みについて検討し、各公民館実施の家庭教育学級により、家庭教育力の向
上を図ります。家庭教育及び子育てに関する施策の充実と情報の共有を図るため、関係
課が連携した家庭教育推進協議会を開催します。

生涯学習課
市民会館
各公民館

3-2
【再掲】

福祉教育
子どもたちに、思いやりの心と、共に生きる「福祉の心」を育むため、福祉体験学習等の
福祉教育を実施します。

学校教育課

４　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

No. 事業名 事業内容 担当課

3-4
【再掲】

情報教育推進事業、ウグイスネット管理事
業

児童生徒の学習の基盤となる情報活用能力の育成を図るため、コンピュータや情報通
信ネットワークなど学校のICT環境整備を行い、教科横断的に学習活動の充実に取り組
みます。また、情報モラルに関する指導を実施します。

学校教育課
総合教育センター

次世代育成支援行動計画 計画事業（案）  ※計画策定のためのたたき台であり、今後修正される可能性があります。 
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基本目標Ⅳ　子育てを支援する生活環境の整備

１　安全な道路交通環境の整備

No. 事業名 事業内容 担当課

4-1 安全な道路交通環境の整備
通学路において、交差点改良及び道路改良工事を実施し、安全、安心な歩行空間を整
備します。

土木建設課

4-2
園児等の移動経路における交通安全対策
【新規】

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保について、事故防止対
策を実施します。

土木建設課
保育課
子育て支援課
土木管理課

２　生活・居住環境の整備

No. 事業名 事業内容 担当課

4-3 都市公園の整備
都市公園のバリアフリー化を推進するとともに、樹木の間引きや剪定など適切な維持管
理の実施により、良好な環境整備に努め、犯罪の防止を図ります。

都市整備課

1-27
【再掲】

子どもの遊び場の適正管理等
市内の子どもの遊び場の適正な維持管理に努め、子どもの遊びの場の確保を行いま
す。

子育て支援課

基本目標Ⅴ　仕事と家庭の両立の推進

１　仕事と生活の調和を実現するための働き方の見直し等

No. 事業名 事業内容 担当課

5-1
ワーク・ライフ・バランスの普及促進に向け
た啓発活動

一人ひとりが望むワーク・ライフ・バランスが保てるよう、働き方の見直しや育児休業等の
取得率向上に向けて、ワーク・ライフ・バランスの普及促進に向けた情報提供や啓発活
動を行います。企業や雇用主に対し、ワーク・ライフ・バランスを普及促進するため、法律
や制度、優良事例などに関する情報提供を行います。

市民活動支援課
商工観光課

5-2
袖ケ浦市役所の特定事業主行動計画策定
と運用

特定事業主行動計画に基づき、仕事と家庭を両立する職場環境の整備を推進します。 総務課

5-3 男性の子育て・介護の参画促進【新規】
男女がともに育児や介護をしながら働き続けることができるよう、男性の家庭生活への
参画を促進するため、講座等を開催して意識啓発を図ります。

市民活動支援課

２　仕事と子育ての両立のためのサービス基盤の整備
★は子ども・子育て支援事業計画

No. 事業名 事業内容 担当課

1-3
【再掲】

★ファミリー・サポート・センター事業
育児援助の希望者（利用会員）と援助希望者（提供会員）が会員となり、地域における育
児の相互援助活動を推進するため、ファミリーサポートセンターの提供会員の増員等、
支援体制の強化に取り組みます。

子育て支援課

1-4
【再掲】

★病後児保育
病気やけがなどの回復期にあり集団保育が困難な児童であり、様々な事情で保護者が
保育することが困難な場合に、専用スペースで一時的に保育する病後児保育を実施しま
す。

保育課

1-5
【再掲】

★病児保育
病気やけがなどにより集団保育が困難な児童であり、様々な事情で保護者が保育する
ことが困難な場合に、専用スペースで一時的に保育する病児保育を実施します。

保育課

1-9
【再掲】

★放課後児童健全育成事業 市内全小学校区で放課後児童クラブを運営します。 子育て支援課

1-10
【再掲】

★幼稚園における預かり保育
保育を必要とする保護者のニーズに対応するため、通常の教育時間の前・後等に預かり
保育を実施します。

学校教育課

1-14
【再掲】

★待機児童解消のための保育所等の整備 待機児童を解消するため、事業者による施設整備を推進します。 子育て支援課

1-15
【再掲】

★待機児童解消のための地域型保育事業
の推進

待機児童を解消するため、事業者による地域型保育事業を推進します。 子育て支援課

1-16
【再掲】

★通常保育
就労等の理由により、保護者自らが保育することが困難な場合に、保護者に代わって保
育します。

保育課

1-17
【再掲】

★延長保育 保護者の多様な就労形態に応えるため、通常の開所時間を超えて保育します。 保育課

1-19
【再掲】

★市立保育所、市立幼稚園のあり方検討
保護者のニーズや施設の維持管理を踏まえながら、将来を見据えた効率的な施設の運
営方法や再編統合について検討し、その検討結果を踏まえ推進します。

子育て支援課
保育課
学校教育課

1-20
【再掲】

★私立保育園施設の支援
一時預かり、延長保育、休日保育、病児保育など特別な保育サービスを提供する私立
保育施設を支援します。

保育課

次世代育成支援行動計画 計画事業（案）  ※計画策定のためのたたき台であり、今後修正される可能性があります。 
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基本目標Ⅵ　子どもの安全の確保

１　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

No. 事業名 事業内容 担当課

6-1 交通安全教育指導事業
幼児、小中学生に正しい交通ルールとマナーが身につくよう交通安全教室を実施しま
す。

市民活動支援課

6-2 交通安全啓発事業 交通安全連絡協議会･交通安全母の会を中心に交通安全啓発活動を実施します。 市民活動支援課

4-2
【再掲】

園児等の移動経路における交通安全対策
【新規】

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保について、事故防止対
策を実施します。

土木建設課
保育課
子育て支援課
土木管理課

２　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

No. 事業名 事業内容 担当課

6-3 自主防災活動
保育所（園）、幼稚園、小中学校等において、各種防災マニュアルを策定し、避難訓練等
を定期的に実施します。

保育課
学校教育課

6-4 不審者情報の提供
市民生活安全メール、学校連絡メール、ＦＡＸ、電話等で不審者情報を市内子育て関係
機関等に提供・共有します。

保育課
学校教育課

6-5
交通・防犯ボランティア等への支援と各種パ
トロールの実施

交通・防犯ボランティア等へ、警察等の協力を得ながら講習会等を開催し、知識の習得
による人材の育成と組織活動を支援し、交通安全パトロールなどの各種パトロールを実
施します。

市民活動支援課

6-6 各種パトロール（学校関連） 地域安全パトロール、学校安全パトロールを実施します。
学校教育課
総合教育センター

6-7 各種防犯講習・啓発
不審者対応訓練及びスクールサポーターによる防犯教室等を実施します。警察と連携し
て、小中学校等で防犯講習会を実施します。安全マップを活用します。

総合教育センター
市民活動支援課

6-8 子ども１１０番連絡所
子どもの緊急避難場所の確保のため、市内公共施設、商店、住宅等に「子ども１１０番連
絡所」の設置拡大を図ります。

学校教育課

6-9
小中学生への携帯型防犯ブザーの購入補
助

小中学生のいる家庭の携帯型防犯ブザー購入に対して補助を行います。 学校教育課

３　被害にあった子どもの支援の推進

No. 事業名 事業内容 担当課

6-10
被害にあった子どもに対する相談体制の強
化

犯罪、いじめ、児童虐待等の被害にあった子どもの心のケア、保護者のカウンセリング
等につき、関係機関と連携し立ち直りを支援します。

子育て支援課
保育課
学校教育課

3-6
【再掲】

心の相談事業 生徒の身近な相談相手として、心の相談員を中学校に配置します。 学校教育課

3-7
【再掲】

スクールカウンセラー活用事業 教育相談活動を充実させるため、スクールカウンセラーを配置します。 学校教育課

次世代育成支援行動計画 計画事業（案）  ※計画策定のためのたたき台であり、今後修正される可能性があります。 
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基本目標Ⅶ　配慮を必要とする子ども・子育て家庭への支援体制の整備

１　児童虐待防止対策の充実

No. 事業名 事業内容 担当課

7-1 要保護児童対策地域協議会の充実
児童虐待対応のために法定協議会を設置し、代表者会議、実務者会議、個別支援会議
を定期的に開催します。保育所等子育て関係機関との連携を図ります。

子育て支援課

7-2 児童虐待に対する相談の充実 社会福祉士等の相談員が相談に応じ、適宜訪問相談等を実施します。 子育て支援課

7-3
児童相談所との連携による児童虐待予防体
制の強化

要保護児童対策地域協議会議の実務者会議による要保護児童の早期発見、早期対応
に努めます。

子育て支援課

7-4
民生委員・児童委員、主任児童委員の活用
による児童虐待防止

地域情報の共有を図るため、定期的に会議を開催し、保育所等子育て関係機関との連
携を図ります。

子育て支援課

２　ひとり親家庭等の自立支援の推進

No. 事業名 事業内容 担当課

7-5
母子・父子自立支援員による母子家庭等の
親に対する自立就業相談

母子家庭の母等の自立就業相談等を実施します。 子育て支援課

7-6 ひとり親家庭等医療費等の助成 ひとり親家庭等が保険適用医療を受けた際の自己負担額の一部を助成します。 子育て支援課

7-7
母子・父子・寡婦福祉資金・母子及び寡婦
生活援護資金の貸付

福祉資金・生活援護資金の貸付を行います。 子育て支援課

7-8 母子生活支援施設への入所
配偶者のない女子及び児童の監護が十分ではない場合、母子生活支援施設等への入
所を図ります。

子育て支援課

３　障がい児施策の充実
★は子ども・子育て支援事業計画

No. 事業名 事業内容 担当課

7-9 療育支援
療育に関する相談支援や療育（心理、言語、運動）に関する支援及び施設（保育所、幼稚園等）
への訪問指導支援を実施します。

障がい者支援課

7-10 放課後児童健全育成事業での障がい児受入れ 障害児を受け入れた放課後児童クラブに補助金を加算します。 子育て支援課
7-11 通級による指導 軽度の言語障害及びＬＤなどがある児童に、通級指導教室での指導を実施します。 学校教育課

7-12 特別支援教員活用事業
通常学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症など、特別に支援を必要な児童生徒を支援す
るため、全小中学校に特別支援教員を配置します。

学校教育課

7-13 重度心身障がい者（児）医療費等の支給 重度心身障がい者（児）が保険適用医療を受けた際の自己負担額を支給します。 障がい者支援課

7-14 障がい児在宅福祉サービスの提供
障がいのある子どもが住み慣れた地域で生活できるよう、（児童）居宅介護、（児童）デイサービ
ス、（児童）短期入所を実施します。

障がい者支援課

7-15 心身障がい児の更生施設、療護施設への入所 家庭での養育困難な心身障がい児について、児童相談所と連携して入所を支援します。 障がい者支援課

7-16 特別支援教育総合推進事業専門家チーム会議
特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対する望ましい教育的支援を検討し、助言等を実施
します。

学校教育課

7-17 巡回相談員の派遣
幼・保・小・中学校等を巡回し、特別に支援の必要な幼児、児童、生徒への指導内容、方法に関
する助言を実施します。

学校教育課

1-18
【再掲】

★障がい児保育
児童の健全な発達を支援するため、障がいを持っているものの、集団で保育することが
可能な児童について保育します。

保育課

４　経済的に困難な子どもの支援

No. 事業名 事業内容 担当課

7-18 要保護・準要保護児童生徒に援助費の支給 経済的理由で就学困難な児童生徒に学用品費等を支給します。 学校教育課

7-19
子ども食堂・学習支援等運営支援事業（住民主
体型サービス）【新規】

貧困家庭を中心とした児童・生徒への支援として、子ども食堂や学習支援事業などを継続的に
開催・運営する地域住民主体で構成された団体等を支援します。

地域福祉課

次世代育成支援行動計画 計画事業（案）  ※計画策定のためのたたき台であり、今後修正される可能性があります。 
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「量の見込み」の算出について 

 

１．「量の見込み」算出の趣旨 

子ども・子育て支援法において、市町村は国が示す基本指針に即して、５年を一期とする子ども・子育て支援事業計画を作成することとされており、

この計画には、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」及び提供体制の「確保の内容」「実施時期」について定めることになってい

ます。 

「量の見込み」算出に当たっては、国の「量の見込み算出のための手引き」（以下「手引き」という。）で算出方法が示されており、基本的に手引きに

準じて算出していくこととなっています。 

このため、子育て家庭の教育・保育事業や子育て支援事業に対する潜在的なニーズを探るため、アンケート調査の結果を活用し、「ニーズ量」を算出し

ます。 

しかし、国が示す方法は、アンケート調査結果から全国一律に推計値を算出するものであることから、市の実情と乖離することもあるため、手引きで

算出された「ニーズ量」を参考にしながら、市の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を踏まえて「量の見込み」を決定してい

く必要があります。 

 

【ワークシートによる推計の留意点】 

国のワークシートを用いた推計値は、「利用意向率（ニーズ調査結果を基に算出）」に大きく左右されるため、以下のような留意点がありま

す。 

 

・認知度が低い事業については、内容がイメージできないため、「利用したい」と回答しない場合がある（利用意向率が実際よりも低く

算出される可能性あり）。 

・「利用したい」と回答しても、実際の就労状況や子育て環境等により、実際には「利用しない」場合がある（利用意向率が実際よりも

高く算出される可能性あり）。 

・利用意向率を算出する際の調査対象数が少ない場合、正しい利用意向率の算出が困難となる。 

 

資料３ 

 

※令和元年８月１６日庁内会議時点における推計であり、 

 今後の精査により数値が変更となる可能性があります。 
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■ 量の見込み算出項目 

 算出項目 対象事業 対象児童年齢 

教
育
・
保
育
事
業 

アンケート調査結果から全

国共通に「量の見込み」を

算出する項目 

教育標準時間認定（認定こども園及び幼稚園） 

＜専業主婦(夫)家庭、就労時間短家庭＞ 

⇒ 1 号：3～5 歳 

保育認定①（認定こども園及び幼稚園） 

＜共働きだが幼稚園希望家庭＞ 

⇒ 2 号：3～5 歳 

保育認定②（認定こども園及び保育所） 

＜共働き家庭等＞ 

⇒ 2 号：3～5 歳 

保育認定③（保育園及び認定こども園＋地域型保育） 

＜共働き家庭等＞ 

⇒ 3 号：0 歳、1・2 歳 

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業 

時間外保育事業（延長保育事業） 0～5 歳 

放課後児童健全育成事業 1～3 年生、4～6 年生 

子育て短期支援事業（ショートステイ） 0～18 歳 

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター、なかよし広場・園庭開放） 0～2 歳 

一時預かり事業 

・一時預かり（幼稚園型） 

・上記以外の一時預かり（一時預かり等） 

 

3～5 歳 

0～5 歳 

病児・病後児保育事業 0～5 歳、1～6 年生 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 0～5 歳、1～3 年生、4～6 年生 

利用者支援事業  ※手引きによる推計値は算出されない。 0～5 歳、1～6 年生 

アンケート調査によらず

「量の見込み」を算出 

妊婦に対する健康診査  

乳幼児家庭全戸訪問事業  

養育支援訪問事業  

「量の見込み」の算出の必

要なし 

実費徴収に係る補足給付事業  

多様な主体の参入促進事業  
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２．「量の見込み」算出の流れ（全国共通に量の見込みを算出する項目の場合） 

流れ 項目 内容 備考 

1．アンケート調査の実施 実施済み 国の調査様式を参考に実施 国の手引き 

2．ニーズ量の算出 ①人口推計 児童数を推計 袖ケ浦市総合計画の将来の

目標人口 

②家庭類型の分類、家庭

類型別児童数の算出 

アンケート調査結果から家庭類型を分類し、家庭類型別

に児童数を算出 

国の手引き 

③利用意向率の算出 各事業の利用意向率を算出 国の手引き 

④ニーズ量算出 上記①と③を掛け合わせ、ニーズ量を算出 国の手引き 

3．「量の見込み」の検討 「量の見込み」検討 ・現状を踏まえ、ニーズ量を補正 

・ニーズ量を参考にしながら、「量の見込み」を検討 

ニーズ量を参考にしながら

市で検討 

 

３．人口推計 

児童人口の推計に当たっては、本市における関連計画との整合を図るため、袖ケ浦市総合計画の基本構想に示す将来の目標人口による人口推計結果を

基に算出しました。 

（単位：人）  

 実績 推計 

  平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

０歳 462 511 510 538 542 581 576 568 562 553 

１～２歳 1,096 1,046 1,059 1,154 1,169 1,120 1,135 1,159 1,138 1,113 

３～５歳 1,600 1,663 1,658 1,715 1,766 1,749 1,772 1,709 1,713 1,702 

６～８歳 1,741 1,698 1,725 1,677 1,744 1,744 1,761 1,748 1,786 1,854 

９～11歳 1,662 1,713 1,696 1,778 1,724 1,769 1,672 1,766 1,761 1,797 

12～14歳 1,847 1,794 1,757 1,686 1,715 1,747 1,800 1,771 1,764 1,710 

15～17歳 1,835 1,855 1,845 1,857 1,789 1,763 1,733 1,757 1,756 1,795 

合計 10,243 10,280 10,250 10,405 10,449 10,473 10,449 10,478 10,480 10,524 
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４．家庭類型の分類、家庭類型別児童数の算出（全国共通に量の見込みを算出する項目の場合） 

家庭類型の種類は、タイプＡからタイプＦの８種類となっています。 

アンケート調査結果を活用し、まず、対象となる子どもの父母の有無、就労状況から「現在家庭類型」に分類します。 

また、「現在家庭類型」を基に、就労に係る意向から「潜在家庭類型」を分類し、それぞれの割合を求め、家庭類型別に児童数を算出します。 

 

■ 家庭類型の分類                        ■ クロス集計によるタイプＢからタイプＦの設定 

タイプ 父母の有無と就労状況 認定 

タイプＡ ひとり親家庭 保育認定 

タイプＢ ﾌﾙﾀｲﾑ×ﾌﾙﾀｲﾑ 保育認定 

タイプＣ ﾌﾙﾀｲﾑ×ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ（長時間） 

（就労時間：月 120 時間以上＋下限時間～

120時間の一部） 

保育認定 

タイプＣ’ ﾌﾙﾀｲﾑ×ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ（短時間） 

（就労時間：月下限時間未満＋下限時間～

120時間の一部） 

教育標準時間 

タイプＤ 専業主婦（夫） 教育標準時間 

タイプＥ ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ×ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ（双方長時間） 

（就労時間：双方が月 120 時間以上＋下限

時間～120時間の一部） 

保育認定 

タイプＥ’ ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ×ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ（どちらか短時間） 

（就労時間：いずれかが月下限時間未満＋

下限時間～120時間の一部） 

教育標準時間 

タイプＦ 無業×無業 教育標準時間 

（注）各自治体における保育の必要性の下限時間（48時間～64時間の 

間で市町村が定める時間：袖ケ浦市では 64時間）を「下限時間」 

と記載 

母親

父親 １２０時間以上 下限時間未満

１２０時間以上

下限時間未満

５．現在は就労していない
６．就労したことがない

１．フルタイム就労
２．育休・介護休業中

５．現在は就労していない
６．就労したことがない

１２０時間未満
下限時間以上

１２０時間未満
下限時間以上

３．パートタイム就労
４．育休・介護休業中

３．パートタイム就労
４．育休・介護休業中

１．フルタイム就労
２．育休・介護休業中

タイプＢ タイプＣ タイプＣ’

タイプＤタイプＣ タイプＥ

タイプＣ’ タイプＥ’

タイプＦタイプＤ

母親

父親 １２０時間以上 下限時間未満

１２０時間以上

下限時間未満

５．現在は就労していない
６．就労したことがない

１．フルタイム就労
２．育休・介護休業中

５．現在は就労していない
６．就労したことがない

１２０時間未満
下限時間以上

１２０時間未満
下限時間以上

３．パートタイム就労
４．育休・介護休業中

３．パートタイム就労
４．育休・介護休業中

１．フルタイム就労
２．育休・介護休業中

タイプＢ タイプＣ タイプＣ’

タイプＤタイプＣ タイプＥ

タイプＣ’ タイプＥ’

タイプＦタイプＤ
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■ 「現在家庭類型」から「潜在家庭類型」への移動例 

① パートタイムからフルタイムへの転換意向（転換希望があり、実現できる見込みがある） 

 
② パートタイムから専業主婦（夫）への転換意向 

 
③ 専業主婦（夫）から就労への転換意向 

 

④ 無業から就労への転換意向 

 
 

 

■ 家庭類型別児童数の算出方法 

 

タイプ C ・タイプ C’ 

フルタイム×パートタイム 

タイプ B 

フルタイム×フルタイム 

タイプ E ・ タイプ E’ 

パートタイム×パートタイム 

タイプ C ・ タイプ C’ 

フルタイム×パートタイム 

タイプ C ・タイプ C’ 

フルタイム×パートタイム 

タイプ D 

専業主婦（夫） 

タイプ E ・ タイプ E’ 

パートタイム×パートタイム 

フルタイムへの 

転換意向 

タイプ D 

専業主婦（夫） 

タイプ B 

フルタイム×フルタイム 

パートタイムへの転換意向 

タイプ C ・タイプ C’ 

フルタイム×パートタイム 

タイプ E ・ タイプ E’ 

パートタイム×パートタイム 

タイプ F 

無業×無業 

タイプ D 

専業主婦（夫） 

推計児童数 

（人） 

家庭類型別 

児童数（人） 

潜在家庭類型 

（割合） 
× ＝ 
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５．利用意向率の算出 

教育・保育事業（幼稚園や保育所など）、地域子ども・子育て支援事業の利用意向を聞いた調査結果から、年齢別－潜在家庭類型別の事業利用意向率を

算出します。 

 

■ 各事業の量の見込み算出対象となる家庭類型 

 

① 教育・保育の 

量の見込みの対象家庭類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域子ども・子育て支援事業の 

量の見込みの対象家庭類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイプＣ

タイプＥ

タイプＣ’

タイプＤタイプＥ’

タイプＦ

タイプＡ

タイプＢ 時間外保育事業 

放課後児童健全育成事業 

一時預かり事業 

（幼稚園型：２号認定利用） 

一時預かり事業 

（幼稚園型：１号認定利用） 

子育て短期支援事業 

地域子育て支援拠点事業 

一時預かり事業（幼稚園型を除く） 

ファミリー・サポート・センター事業 

現在幼稚園利用 

２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強い） 

１号認定（認定こども園及び幼稚園） 

２号認定（認定こども園及び保育所） 

３号認定（認定こども園及び保育所＋地域型保育） タイプＣ

タイプＥ

タイプＣ’

タイプＤタイプＥ’

タイプＦ

タイプＡ

タイプＢ
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６．ニーズ量の算出 

上記４で算出した「家庭類型別児童数」と上記５で算出した「利用意向率」を掛け合わせニーズ量を算出します。 

 

■ ニーズ量の算出方法 

 

 

■ ニーズ量算出までの流れ 

※令和２年度の３～５歳の２号認定（認定こども園及び保育所）のニーズ量の算出例 （例示のための仮の数字です。） 

 

<推計児童数> 

（人） 

× 

<潜在家庭類型> 

（割合） 

⇒ 

<家庭類型別児童数> 

（人） 

× 

＜利用意向率＞ 

（割合） 

⇒ 

＜ニーズ量＞ 

（人） 

令和２年度 

（3～5 歳) 

タイプＡ 0.09 タイプＡ 157 タイプＡ 0.719  タイプＡ 113 

タイプＢ 0.32 タイプＢ 560 タイプＢ 0.903  タイプＢ 501 

タイプＣ 0.21 タイプＣ 367 タイプＣ 0.670  タイプＣ 246 

1,749 

タイプＣ’ 0.22 タイプＣ’ 385 タイプＣ’  タイプＣ’  

タイプＤ 0.17 タイプＤ 297 タイプＤ  タイプＤ  

タイプＥ 0.00 タイプＥ 0 タイプＥ 0.000 タイプＥ 0 

タイプＥ’ 0.00 タイプＥ’ 0 タイプＥ’  タイプＥ’  

タイプＦ 0.00 タイプＦ 0 タイプＦ  タイプＦ  

 

 

家庭類型別児童数（人） ニーズ量（人） 

（①教育・保育） 
利用意向率（割合） 

× ＝ 

（②子ども・子育て支援事業） 
利用意向率（割合）又は利用意向（日数を掛けたもの） 
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７．「量の見込み」の検討 

「量の見込み」の検討に当たっては、現状を踏まえ、必要に応じて「手引きに基づくニーズ量」を補正します。 

その後、「量の見込み（補正後）」に基づき、確保方策を検討していきます。 
 

（１）教育・保育 

① ０歳【３号認定（保育の必要性の認定を受けた就学前子ども）】 

（単位：人） 

市全体 
実利用者数／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

H27 H28 H29 H30 Ｈ31 R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み（第１期）／手引きに基づくニーズ量 45 53 56 53 53 324 321 317 313 308 

実利用者数 

／量の見込み（第２期） 

特定教育・保育施設 
市内 41 45 40 62 61 

↓補正後 
（市外） 1 1 4 0 0 

特定地域型保育事業 
市内 0 0 3 2 1 

（市外） 0 0 0 1 0 

合計（A) 42 46 47 65 62 179 177 175 173 170 

確保方策 

特定教育・保育施設 

認定こども園      25 25 25 25 25 

認可保育所      98 110 120 120 120 

小計 37 74 77 114 114 123 135 145 145 145 

（市外） 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 

特定地域型保育事業 市内 10 6 6 11 11 22 22 27 27 27 

 （市外） 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

その他の事業      0 0 0 0 0 

合計（B) 49 82 85 127 127 150 162 177 177 177 

差（B－A） 7 36 38 62 65 ▲ 29 ▲ 15 2 4 7 
 

■ 量の見込みの考え方 

・０歳の育休取得者の保育ニーズは、育休明けの１歳になってから発生する可能性が高いため、母親で「子どもが１歳になるまで育児休業を取得した

い」という回答者を控除して算出した値を「量の見込み」とする。 
 

■ 確保方策の考え方 

・私立認可保育所及び小規模保育事業等の整備により定員を確保する。 

・既存施設の定員拡大や、保育士確保による公立保育所の受け入れ可能人数の増を目指す。 
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② １・２歳【３号認定（保育の必要性の認定を受けた就学前子ども）】 

（単位：人） 

市全体 
実利用者数／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

H27 H28 H29 H30 Ｈ31 R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み（第１期）／手引きに基づくニーズ量 567 412 409 399 388 568 576 588 577 564 

実利用者数 

／量の見込み（第２期） 

特定教育・保育施設 
市内 317 311 323 404 378 

↓補正なし 
（市外） 8 9 10 9 16 

特定地域型保育事業 
市内 3 14 18 29 38 

（市外） 0 1 2 2 4 

合計（A) 328 335 353 444 436 568 576 588 577 564 

確保方策 

特定教育・保育施設 

認定こども園      50 50 50 50 50 

認可保育所      330 372 420 420 420 

小計 309 280 287 382 382 380 422 470 470 470 

（市外） 11 11 11 11 11 16 16 16 16 16 

特定地域型保育事業 
市内 24 18 18 32 32 60 60 74 74 74 

（市外） 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 

その他の事業      0 0 0 0 0 

合計（B) 344 309 316 425 425 460 502 564 564 564 

差（B－A） 16 ▲ 26 ▲ 37 ▲ 19 ▲ 11 ▲108 ▲74 ▲24 ▲13 0 
 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量を「量の見込み」とする。 
 

■ 確保方策の考え方 

・私立認可保育所及び小規模保育事業等の整備により定員を確保する。 

・既存施設の定員拡大や、保育士確保による公立保育所の受け入れ可能人数の増を目指す。 
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③ ３～５歳【２号認定（保育の必要性の認定を受けた就学前子ども）】 

（単位：人） 

市全体 
実利用者数／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

H27 H28 H29 H30 Ｈ31 R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み（第１期）／手引きに基づくニーズ量 597 754 760 783 806 831 842 812 814 809 

実利用者数 

／量の見込み（第２期） 

特定教育・保育施設 
市内 594 637 664 738 814 

↓補正後 
（市外） 16 24 19 20 22 

合計（A) 610 661 683 758 836 914 926 893 895 890 

確保方策 

特定教育・保育施設 

認定こども園      75 75 75 75 75 

認可保育所      752 818 890 890 890 

小計 616 608 628 796 796 827 893 965 965 965 

（市外） 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 

その他の事業      0 0 0 0 0 

合計（B) 641 633 653 821 821 851 917 989 989 989 

差（B－A） 31 ▲ 28 ▲ 30 63 ▲ 15 ▲63 ▲9 96 94 99 
 

■ 量の見込みの考え方 

・２号認定（保育の必要性の認定を受けた就学前子ども）の手引きに基づくニーズ量については、Ｈ31の実利用者数を下回っているが、利用実績の推

移及び教育・保育無償化の影響を鑑み、補正した数値を「量の見込み」とする。 
 

■ 確保方策の考え方 

・私立認可保育所等の整備により定員を確保する。 

・既存施設の定員拡大や、保育士確保による公立保育所の受け入れ可能人数の増を目指す。 

・小規模保育事業の受け皿や、保育無償化に伴う今後のニーズの増加に備えて３～５歳の定員を確保する。 
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④ ３～５歳【１号認定（学校教育を希望し認定を受けた就学前子ども）】・【２号認定（学校教育の利用希望が強い保育の必要性を受けた就学前子ども）】 

（単位：人） 

市全体 
実利用者数／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

H27 H28 H29 H30 Ｈ31 R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み（第１期）／ 

手引きに基づくニーズ量 

１号認定 580 604 614 627 607 649 658 635 636 632 

２号認定（学校教育の利用希望が強い） 158 162 165 169 163 136 137 132 133 132 

合計 738 766 779 796 770 785 795 767 769 764 

実利用者数 

／量の見込み（第２期） 

１号認定・ 

２号認定 

（教育） 

特定教育・

保育施設 

市内  239 228 244 202 

↓補正後 
（市外）  2 0 0 0 

確認を受け

ない幼稚園 

市内  385 400 392 410 

（市外）  197 197 205 181 

１号認定      655 665 641 642 638 

２号認定（学校教育の利用希望が強い）      138 138 134 135 134 

合計（Ａ)  823 825 841 793 793 803 775 777 772 

確保方策 

特定教育・保育施設 

認定こども園      90 90 90 90 90 

幼稚園      210 210 210 210 210 

小計 420 420 420 510 300 300 300 300 300 300 

（市外） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 
市内 497 497 497 497 497 540 540 540 540 540 

（市外） 43 43 43 43 43 205 205 205 205 205 

その他の事業           

合計（B) 960 960 960 1,050 840 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 

差（B－A）  137 135 209 47 252 242 270 268 273 
 

■ 量の見込み補正案 

・１号認定及び２号認定（学校教育の利用希望が強い）の手引きに基づくニーズ量については、Ｈ31の実利用者数を下回っているが、利用実績の推移

及び教育・保育無償化の影響を鑑み、補正した数値を「量の見込み」とする。 
 

■ 確保方策の考え方 

・保育所（園）の利用率が高く定員数を上回っている一方、幼稚園の利用者が定員を下回っていることから、幼稚園の認定こども園への移行などを推

進する。 

・小規模保育事業を利用する児童の卒園後の受け皿として、時間外保育や土曜保育の推進について検討する。 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

 

①時間外保育事業（延長保育事業） 

  単位 
利用実績／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

手引きに基づくニーズ量 人  911 920 907 901 889 

実利用者数／量の見込み（第２期案）（Ａ） 人 390 541 647 808 911 920 907 901 889 

確保方策（Ｂ） 人 622 622 622 734 920 920 920 920 920 

差（Ｂ－Ａ） 人 232 81 ▲ 25 ▲ 74 9 0 13 19 21 

実施箇所数 箇所 9 10 10 12 15 17 18 18 18 

 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量を「量の見込み」とする。 

 

■ 確保方策の考え方 

・時間外保育事業については、現在、家庭的保育（みらいっ子るーむ）を除くすべての保育所（園）、認定こども園、小規模保育で実施している。 

・令和２年度から令和４年度にかけて施設の整備・開設を見込んでいることから、提供保育施設は増加する。 

・今後はニーズに適切に対応しつつ、年度ごとの利用状況を見ながら事業を実施する。 
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②放課後児童健全育成事業 

市全体 単位 
利用実績／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

手引きに基づくニーズ量※ １年生 人 

 

225 228 225 231 239 

 ２年生 人 225 228 225 231 239 

 ３年生 人 225 228 225 231 239 

 ４年生 人 174 164 174 172 176 

 ５年生 人 103 96 103 103 103 

 ６年生 人 67 63 67 66 68 

 合計 人 1,019 1,007 1,019 1,034 1,064 

実利用者数／ １年生 人     168 170 178 184 193 

量の見込み（第２期案） ２年生 人     168 170 178 184 193 

 ３年生 人     168 170 178 184 193 

 低学年計 人 394 416 384 443 504 510 534 552 579 

 ４年生 人     101 102 107 110 116 

 ５年生 人     60 59 62 63 64 

 ６年生 人     40 41 42 43 44 

 高学年計 人 123 156 200 177 201 202 211 216 224 

 合計（Ａ） 人 517 572 584 620 705 712 745 768 803 

確保方策（Ｂ）  人 550 560 695 710 800 920 920 920 920 

差（Ｂ－Ａ）  人 33 ▲ 12 111 90 95 208 175 152 117 

実施箇所数  箇所 13 14 14 14 15 17 17 17 17 

（注）実利用者数：各年度の月末登録児童数（月額利用数＋日額人数※）の平均    ※日額人数：日額利用数÷月別の開設日数 

※ 小学校区別の量の見込みの合計 

 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量から、利用実績の推移を勘案して補正し、奈良輪小学校区の利用増分（20人/年）を加えた数を「量の見込み」とする。 

 

■ 確保方策の考え方 

・海側土地区画整理事業により児童数の増加が見込まれる奈良輪小学校区に、令和３年開設予定の放課後児童クラブを整備する。 

・今後の施設整備については、新・放課後子ども総合プランの推進を踏まえた総合的な観点から検討する。 
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■小学校区別実利用者数と量の見込み・確保方策（案） 

   単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30      単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30   

昭
和
小
学
校 

実利用者数 

低学年計 人 85 91 95 98 
 

奈
良
輪
小
学
校 

実利用者数 

低学年計 人 40 42 48 48 
 

高学年計 人 36 51 48 45 
 

高学年計 人 12 13 12 11 
 

合計 人 121 142 143 143 
 

合計 人 52 55 60 59 
 

  単位 R2 R3 R4 R5 R6   単位 R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み

（第２期案） 

１年生 人 33 32 33 33 34 

量の見込み

（第２期案） 

１年生 人 27 31 37 42 47 

２年生 人 33 32 33 33 34 ２年生 人 27 31 37 42 47 

３年生 人 33 32 33 33 34 ３年生 人 27 31 37 42 47 

低学年計 人 99 96 99 99 102 低学年計 人 81 93 111 126 141 

４年生 人 20 19 20 20 20 ４年生 人 16 19 22 25 28 

５年生 人 12 11 12 12 12 ５年生 人 9 10 11 12 13 

６年生 人 8 8 8 8 8 ６年生 人 6 7 8 9 10 

高学年計 人 40 38 40 40 40 高学年計 人 31 36 41 46 51 

合計（Ａ） 人 139 134 139 139 142 合計（Ａ） 人 112 129 152 172 192 

確保方策（Ｂ） 
 

人 155 155 155 155 155 確保方策（Ｂ） 
 

人 80 200 200 200 200 

差（Ｂ－Ａ） 
 

人 16 21 16 16 13 差（Ｂ－Ａ） 
 

人 ▲32 71 48 28 8 

実施箇所数 
 

箇所 3 3 3 3 3 実施箇所数 
 

箇所 2 4 4 4 4 

 

   単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30      単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30   

蔵
波
小
学
校 

実利用者数 

低学年計 人 119 117 103 135 
 

長
浦
小
学
校 

実利用者数 

低学年計 人 69 76 52 60 
 

高学年計 人 31 34 58 51 
 

高学年計 人 24 27 43 31 
 

合計 人 150 151 161 186 
 

合計 人 93 103 95 91 
 

  単位 R2 R3 R4 R5 R6   単位 R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み

（第２期案） 

１年生 人 50 49 50 50 52 

量の見込み

（第２期案） 

１年生 人 25 25 25 26 26 

２年生 人 50 49 50 50 52 ２年生 人 25 25 25 26 26 

３年生 人 50 49 50 50 52 ３年生 人 25 25 25 26 26 

低学年計 人 150 147 150 150 156 低学年計 人 75 75 75 78 78 

４年生 人 30 29 30 30 31 ４年生 人 15 15 15 15 16 

５年生 人 18 17 18 18 18 ５年生 人 9 9 9 9 9 

６年生 人 12 12 12 12 12 ６年生 人 6 6 6 6 6 

高学年計 人 60 58 60 60 61 高学年計 人 30 30 30 30 31 

合計（Ａ） 人 210 205 210 210 217 合計（Ａ） 人 105 105 105 108 109 

確保方策（Ｂ） 
 

人 280 280 280 280 280 確保方策（Ｂ） 
 

人 120 120 120 120 120 

差（Ｂ－Ａ） 
 

人 70 75 70 70 63 差（Ｂ－Ａ） 
 

人 15 15 15 12 11 

実施箇所数 
 

箇所 5 5 5 5 5 実施箇所数 
 

箇所 2 2 2 2 2 
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   単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30      単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30   

根
形
小
学
校 

実利用者数 

低学年計 人 33 31 28 31 
 

平
岡
小
学
校
（幽
谷
分
校
を
含
む
） 

実利用者数 

低学年計 人 22 29 23 31 
 

高学年計 人 7 11 12 11 
 

高学年計 人 12 10 15 15 
 

合計 人 40 42 40 42 
 

合計 人 34 39 38 46 
 

  単位 R2 R3 R4 R5 R6   単位 R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み

（第２期案） 

１年生 人 13 13 13 13 13 

量の見込み

（第２期案） 

１年生 人 9 9 9 9 9 

２年生 人 13 13 13 13 13 ２年生 人 9 9 9 9 9 

３年生 人 13 13 13 13 13 ３年生 人 9 9 9 9 9 

低学年計 人 39 39 39 39 39 低学年計 人 27 27 27 27 27 

４年生 人 8 8 8 8 8 ４年生 人 5 5 5 5 6 

５年生 人 5 5 5 5 5 ５年生 人 3 3 3 3 3 

６年生 人 3 3 3 3 3 ６年生 人 2 2 2 2 2 

高学年計 人 16 16 16 16 16 高学年計 人 10 10 10 10 11 

合計（Ａ） 人 55 55 55 55 55 合計（Ａ） 人 37 37 37 37 38 

確保方策（Ｂ） 
 

人 60 60 60 60 60 確保方策（Ｂ） 
 

人 45 45 45 45 45 

差（Ｂ－Ａ） 
 

人 5 5 5 5 5 差（Ｂ－Ａ） 
 

人 8 8 8 8 7 

実施箇所数 
 

箇所 1 1 1 1 1 実施箇所数 
 

箇所 1 1 1 1 1 

 

   単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30            

中
川
小
学
校 

実利用者数 

低学年計 人 26 30 35 40 
 

 

 

       

高学年計 人 1 10 12 13 
 

       

合計 人 27 40 47 53 
 

       

  単位 R2 R3 R4 R5 R6         

量の見込み

（第２期案） 

１年生 人 11 11 11 11 12 

 

       

２年生 人 11 11 11 11 12        

３年生 人 11 11 11 11 12        

低学年計 人 33 33 33 33 36        

４年生 人 7 7 7 7 7        

５年生 人 4 4 4 4 4        

６年生 人 3 3 3 3 3        

高学年計 人 14 14 14 14 14        

合計（Ａ） 人 47 47 47 47 50        

確保方策（Ｂ） 
 

人 60 60 60 60 60         

差（Ｂ－Ａ） 
 

人 13 13 13 13 10         

実施箇所数 
 

箇所 1 1 1 1 1         

（注）実利用者数：各年度の月末登録児童数（月額利用数＋日額人数※）の平均    ※日額人数：日額利用数÷月別の開設日数 

小学校区別の量の見込みについては、令和元年５月１日現在の児童数を基に案分して算出 
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③子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

  単位 
利用実績／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

手引きに基づくニーズ量  人日  0 0 0 0 0 

年間延べ利用者数／ ショートステイ 人日 23 23 31 76 60 60 60 60 60 

量の見込み（第２期案） トワイライトステイ 人日 0 0 0 2 6 6 6 6 6 

 合計（Ａ） 人日 23 23 31 78 66 66 66 66 66 

確保方策 ショートステイ 人日     60 60 60 60 60 

 トワイライトステイ 人日     6 6 6 6 6 

 合計（Ｂ） 人日 65 65 65 65 66 66 66 66 66 

差（Ｂ－Ａ）  人日 42 42 34 ▲ 13 0 0 0 0 0 

実施箇所 ショートステイ 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 トワイライトステイ 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量では、利用意向がみられなかったものの、毎年度一定数の利用者がいることから、利用実績及び推計児童数から「量の見込

み」を算出する。 

 

■ 確保方策の考え方 

・現在児童養護施設１箇所でショートステイ及びトワイライトステイを実施している。今後も一時預かりの利用状況を見ながら、適切に施策を実施し

ていく。 
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④地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター、なかよし広場・園庭開放） 

  単位 
利用実績／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

手引きに基づくニーズ量  人日  43,263 43,527 43,917 43,221 42,355 

年間延べ利用者数／ 子育て支援センター 人日 23,523 22,923 24,060 29,494      

量の見込み（第２期案） なかよし広場 人日 1,030 902 1,085 604      

 合計（Ａ） 人日 24,553 23,825 25,145 30,098 30,353 30,538 30,812 30,324 29,716 

確保方策 子育て支援センター 人日     30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 なかよし広場 人日     1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

 合計（Ｂ） 人日 9,630 9,630 9,630 9,630 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 

差（Ｂ－Ａ）  人日 ▲14,923 ▲14,195 ▲15,515 ▲20,468 747 562 288 776 1,384 

実施箇所 子育て支援センター 箇所 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

 なかよし広場 箇所 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量では、利用希望日数が極端に多いものもみられ、利用実績と大きく乖離があるため、今後の利用ニーズ増を勘案した上で、

利用実績及び推計児童数から「量の見込み」を算出する。 

 

■ 確保方策の考え方 

・今後整備する予定の私立認可保育所については、子育て支援センターの利用状況を見ながら新たなセンターを設置していくか検討する。 

・平川地区においては、現在吉野田保育所でなかよし広場を実施しているが、今後子育て支援センターの設置を目指す。 
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⑤一時預かり事業（幼稚園型） 

  単位 
利用実績／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

手引きに基づくニーズ量 １号認定 人日 

 

2,698 2,735 2,637 2,644 2,626 

 ２号認定 人日 30,880 31,297 30,183 30,259 30,059 

 合計 人日 33,578 34,032 32,820 32,903 32,685 

年間延べ利用者数／ １号認定 人日     998 1,012 976 978 972 

量の見込み（第２期案） ２号認定 人日     11,428 11,578 11,167 11,193 11,121 

 合計（Ａ） 人日 5,339 7,824 7,787 8,835 12,426 12,590 12,143 12,171 12,093 

確保方策（Ｂ）  人日 7,912 7,912 7,912 10,470 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

差（Ｂ－Ａ）  人日 2,573 88 125 1,635 574 410 857 829 907 

実施箇所  箇所 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量では、年間利用意向日数について、「私用、親の通院・不定期の就労等の目的で、年間何日くらい事業を利用する必要があ

りますか」という設問により把握するものであり、ニーズ調査結果では、この日数が 21日以上/年が最も多くなっている。しかし、市の利用実績と

比較しても大きく乖離しており、見込み量が過大に推計されていると想定される。 

・また、２号認定については、２号認定子どもの母親の就労日数（平均 232 日/年）を掛け合わせて算出しているため、見込み量が過大に推計されて

いると想定されるため、今後の利用ニーズ増を勘案した上で、利用実績及び推計児童数から「量の見込み」を算出する。 

 

■ 確保方策の考え方 

・現在長浦地区の私立幼稚園２箇所で在園児を対象とした一時預かり事業を実施している。今後新たな幼稚園の整備は予定されていないため、既設の

幼稚園での事業実施を継続していく。 
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⑥一時預かり（その他の一時預かり） 

  単位 
利用実績／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

手引きに基づくニーズ量  人日  28,187 27,093 28,223 27,961 27,536 

年間延べ利用者数／ 一時預かり 人日 6,700 7,872 7,968 6,769 

 量の見込み（第２期案） 休日保育 人日 143 112 121 64 

 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ※ 人日 56 54 73 82 

 合計（Ａ） 人日 6,899 8,038 8,162 6,915 12,326 12,447 12,276 12,193 12,029 

確保方策 一時預かり 人日 7,310 7,310 7,310 8,163 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 

 休日保育 人日 316 316 316 474 500 500 500 500 500 

 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ※ 人日 535 535 535 535 90 90 90 90 90 

 合計（Ｂ） 人日 8,161 8,161 8,161 9,172 13,090 13,090 13,090 13,090 13,090 

差（Ｂ－Ａ）  人日 1,262 123 ▲ 1 2,257 764 643 814 897 1,061 

実施箇所 一時預かり 箇所 6 6 7 8 8 8 8 8 8 

 休日保育 箇所 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ※ 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

※病児・緊急対応強化事業及び就学児対象事業を除く。ただし、H27～H30の確保方策については、就学児対象事業を含む。 

 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量では、保育所（園）や認定こども園等を定期的に利用する児童も対象となってしまい、過大なニーズ量が算出されることか

ら、今後の利用ニーズ増を勘案した上で、利用実績及び推計児童数から「量の見込み」を算出する。 

 

■ 確保方策の考え方 

・今後の利用状況などを見ながら、新たに開設する施設での一時預かり事業や休日保育事業の実施について検討していく。 
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⑦病児保育事業 

  単位 
利用実績／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

手引きに基づくニーズ量  人日  5,786 5,843 5,763 5,724 5,648 

年間延べ利用者数／ 病後児保育 人日 590 524 275 182 
 

量の見込み（第２期案） 病児保育 人日 - - 64 95 

 合計（Ａ） 人日 590 524 339 277 799 794 798 799 806 

確保方策 病児・病後児保育（Ｂ） 人日 2,080 2,080 2,080 2,080 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 

差（Ｂ－Ａ）  人日 1,490 1,556 1,741 1,803 2,321 2,326 2,322 2,321 2,314 

実施箇所 病後児保育 箇所 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

 病児保育 箇所 0 0 1 2 2 2 2 2 2 

※病児・緊急対応強化事業 

 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量では、市の利用実績と比較しても大きく乖離しており、見込み量が過大に推計されていると想定される。このため、今後の

利用ニーズ増を勘案した上で、利用実績及び推計児童数から「量の見込み」を算出する。 

 

■ 確保方策の考え方 

・現在私立保育園２箇所で病後児保育、２箇所で病児保育を実施している。今後の確保方策については、現行の４施設の利用定員及び開設日数で見込

む。 
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⑧子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）  就学児対象  ※ 第１期計画で記載なし。 

  単位 
利用実績／確保方策（計画値） ニーズ量・量の見込み／確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

手引きに基づくニーズ量 低学年 人日 

 

0 0 0 0 0 

 高学年 人日 0 0 0 0 0 

 合計 人日 0 0 0 0 0 

年間延べ利用者数／ 低学年 人日 514 367 261 208 264 258 264 266 274 

量の見込み（第２期案） 高学年 人日 66 200 226 182 231 226 231 233 240 

 合計（Ａ） 人日 580 567 487 390 495 484 495 500 514 

確保方策（Ｂ）  人日 
 

500 500 500 500 500 

差（Ｂ－Ａ）  人日 5 16 5 0 ▲ 14 

実施箇所数  箇所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

■ 量の見込みの考え方 

・手引きに基づくニーズ量では、利用意向がみられなかったものの、毎年度一定数の利用者がいることから、利用実績及び推計児童数から「量の見込

み」を算出する。 

 

■ 確保方策の考え方 

・市が運営するファミリー・サポート・センターで、「子育ての援助を受けたい方」（利用会員）と「子育ての援助を行いたい方」（提供会員）のマッ

チングを図ることにより、地域における有償の相互援助活動を実施する。 
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以降の事業については、アンケート調査ではニーズ量を算出しないため、現状を踏まえ、確保方策を検討します。 

 

⑨利用者支援事業 

  単位 
実績／確保方策（計画値） 確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

実施箇所数 基本型・特定型※１ 箇所 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

量の見込み（第２期案） 母子保健型※２ 箇所 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 合計（Ａ） 箇所 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

確保方策 基本型・特定型※１ 箇所 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

 母子保健型※２ 箇所 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 合計（Ｂ） 箇所 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

差（Ｂ－Ａ）  箇所 0 0 ▲ 1 ▲ 1 0 0 0 0 0 

※１ 基本型・特定型：職員配置－専任職員（利用者支援専門員）を１名以上配置 

※２ 母子保健型：職員配置－母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師等を１名以上配置 

 

■ 量の見込みの考え方 

・利用実績を踏まえ、令和元年度現在の実績（３箇所）を「量の見込み」とする。 

 

■ 確保方策の考え方 

・現在、子育て世代総合サポートセンター等で相談・助言を行っている。今後も妊娠から出産、子育てにおけるそれぞれの段階に対応した相談や支援

を行い、適切に事業を実施する。 
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⑩妊婦に対する健康診査 

  単位 
実績／確保方策（計画値） 確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

実績／ 妊婦届出人数 人 606 639 699 623 625 618 612 606 600 

量の見込み（第２期案） 年間妊婦健診受診回数（Ａ） 延回 6,022 6,133 6,345 6,239 6,046 5,985 5,925 5,684 5,804 

確保方策 年間妊婦健診受診回数（Ｂ） 延回  6,046 5,985 5,925 5,684 5,804 

差（Ｂ－Ａ）  延回  0 0 0 0 0 

 

■ 量の見込みの考え方 

・利用実績及び将来人口推計から「量の見込み」を算出する。 

 

■ 確保方策の考え方 

・定期的な妊婦健診の啓発を行うことにより、全数の保健指導を目指す。 
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⑪乳幼児家庭全戸訪問事業 

  単位 
実績／確保方策（計画値） 確保方策（案） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R2 R3 R4 R5 R6 

訪問者数／ 保健師・助産師による訪問 人 504 480 481 527 566 561 553 547 538 

量の見込み（第２期案） 主任児童委員による訪問 人 56 43 48 15 15 15 15 15 15 

 合計（Ａ） 人 560 523 529 542 514 581 576 568 562 

確保方策（Ｂ）  人  514 581 576 568 562 

差（Ｂ－Ａ）  人  0 0 0 0 0 

 

■ 量の見込みの考え方 

・毎年度の０歳児の推計人口数を確保量として見込む。うち主任児童員の訪問数は近年の実績から 15人と見込む。 

 

■ 確保方策の考え方 

・新生児訪問として、生後２か月までに保健師・助産師が対象家庭を訪問し、必要な保健指導を行う。 

・新生児訪問の期間に対象者の都合等により訪問がかなわなかった場合については、生後４か月までに主任児童委員による訪問を実施する。 
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